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京都市動物園は明治 36年 4月に大正天皇の御成婚を記念して，東京都恩賜上

野動物園に次いで全国で 2番目に開園した歴史を持ちます。
開園から 100年以上を経て，施設の老朽化が進み，展示効果の面から，また，

動物福祉の上からも改善が必要な施設が少なくなく，初めて大規模な再整備が行
われることになり，平成 21年 11月に「動物園大好き市民会議」の議論をもとに，
共汗でつくる新「京都市動物園構想」を策定しました。平成 28年 3月末に「近
くて楽しい動物園」の実現を目指して開園しながら整備を進めているところです。
「近い」には都心から近くて交通の便が良いという意味と，動物と来園者との
距離が近く間近で観察していただけるという二つの意味が，「楽しい」には動物たちが幸福に楽しく暮らし，
その姿を見て来園者も楽しいという意味が込められています。

京都市動物園京都市動物園
－近くて楽しい動物園－－近くて楽しい動物園－

平成 25年夏にオープン予定の「東
エントランス・ツシマヤマネコ繁
殖施設」完成予定図

アフリカのサバンナで暮らしている
大型草食獣の混合飼育を目指す施設。
キリン舎は群れ飼育と繁殖が可能なも
のとし，キリン観覧用木道を設けて，
給餌体験等ができる施設となります。

東エントランスは，地下鉄最寄駅の蹴上駅からの
来園者を迎える施設として，食べる楽しみ買う楽し
みを提供できる場や展示スペース，トイレ，授乳室
を備え，利便性に優れた快適な空間を創出し，地下
鉄利用者の増加に寄与できる施設として整備します。
　ツシマヤマネコ繁殖施設は，国内で最も絶滅の恐
れが高い種の 1つで，極めて希少な種であるツシマ
ヤマネコについて，非公開で繁殖に取組み，野生動
物の保全に直接的に寄与するための施設として整備
します。

整備の第一弾として平成 23年春にオープン
したふれあい広場「おとぎの国」

「いのちの尊さ，いのちのつながり」をテーマ
に，動物とのふれあい体験を通して，実感として
の「いのち」を伝えるとともに，大人から子供ま
で楽しく学べる場を提供しています。

平成 24年春にオープンした「も
うじゅうワールド」

▼図 1　共汗でつくる
　新「京都市動物園構想」完成予定図

平成 25年
春にオープン予定の
「アフリカの草原」完成予定図

ープンププンプンププンプンプンプンンプンプンンンンプン

平成成 2成 2成 24成 242424244424 年春年春年春に春にオ年春年年年 ープ
うじゅうゅうゅうううううワールワールワールワールドールドールドールドルドドワーワーワワ 」」」」」

「多様性－いろいろな違いを
発見しよう－」をテーマに，生
物の多様性を学ぶ場として，ま
た，動物福祉の立場から環境エ
ンリッチメントに取り組み，い
きいきとした動物の姿を伝える
場として整備しました。関西で
は初めてとなる絶滅危惧種のツ
シマヤマネコの展示を開始しま
した。

年 4月オープン

多
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日
本
海
を
古
代
人
た
ち
が
「
北
ツ
海
」
と
よ
ん
で
い
た
こ
と
は
、

『
日
本
書
紀
』
の
垂
仁
天
皇
二
年
是こ
の
と
し歳
の
条
や
『
出
雲
国
風
土
記
』

の
意お

宇う

郡
毘ひ

売め

崎さ
き

の
条
ほ
か
三
ヵ
所
、『
肥
後
国
風
土
記
』
逸い
つ
ぶ
ん文

な
ど
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
。

『
出
雲
国
風
土
記
』
の
神
門
郡
古こ

志し

郷ご
う

と
い
う
ム
ラ
の
名
は
、

古
志
（
越
・
北
陸
）
の
人
び
と
が
来
住
し
た
の
に
も
と
づ
き
、

意お

う宇
郡
の
母も

理り

郷
や
拝は
や
し志
郷
に
は
大お
お
あ
な
も
ち
の
み
こ
と

穴
持
命
（
大
国
主
命
）
が

越
の
八や

口く
ち

を
平
定
し
た
こ
と
を
伝
え
る
。
大
穴
持
命
を
こ
の
『
風

土
記
』
は
二
十
七
ヵ
所
（
註
１
を
含
む
）
に
わ
た
っ
て
、「
所
造

天
下
の
大
神
」
と
特
筆
し
て
い
る
こ
と
も
み
の
が
せ
な
い
。
十
世

紀
前
半
の『
延
喜
式
』に
は
能の

登と

国
羽
咋
郡
に
大
穴
持
像み
か
た
い
し石
神
社
・

能
登
郡
に
宿す
く

那な

（
少
名
）
彦ひ
こ

像
石
神
社
が
み
え
、
新
潟
県
の
出
雲

崎
の
由
来
も
海
上
の
ル
ー
ト
に
よ
る
つ
な
が
り
を
背
景
と
し
た
。

方
形
あ
る
い
は
長
方
形
で
四
隅
が
突
出
し
て
い
る
四
隅
突
出
墳

丘
墓
は
、
出
雲
を
中
心
に
展
開
す
る
が
、
伯
耆
、
出
雲
寄
り
の
備

後
・
安
芸
、
さ
ら
に
越
前
へ
と
ひ
ろ
が
り
、
越
中
の
杉
谷
４
号
墳

に
お
よ
ぶ
。

対
外
関
係
に
お
い
て
も
北
ツ
海
側
は
大
き
な
役
割
を
は
た
し

た
。邪
馬
台
国
論
争
で
有
名
な
中
国
の
魏
の
年
号
銘
の
あ
る
鏡
は
、

西
日
本
を
中
心
に
八
面
出
土
し
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
の
四
面
は

山
陰
道
か
ら
み
つ
か
っ
て
い
る
。
景
初
三
年
（
二
三
九
）
鏡
は
出

雲
の
雲
南
市
加
茂
町
の
神
原
神
社
古
墳
、
正
始
元
年
（
二
四
〇
）

鏡
は
但
馬
の
豊
岡
市
の
森
尾
古
墳
、
青
龍
三
年
（
二
三
五
）
鏡
は

丹
後
の
京
丹
後
市
の
太
田
南
５
号
墳
、
景
初
四
年
鏡
は
丹
波
の
福

知
山
市
の
広
峰
15
号
墳
に
副
葬
さ
れ
て
い
た
。

◆
歴
史
随
想
―
68

北
ツ
海
文
化
圏
と
出
雲
（
下
）

研
究
セ
ン
タ
ー
理
事
長

京
都
大
学
名
誉
教
授

上
田　

正
昭
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『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
崇
神
天
皇
の
代
に
、
大
加か

耶や

国
の
王

子
と
す
る
都つ
ぬ
が
の
あ
ら
し
と

怒
我
阿
羅
斯
等
が
、
北
ツ
海
を
廻
っ
て
出
雲
経
由
で

笥け

ひ飯
（
気
比
）
浦
に
渡
来
し
た
と
記
述
し
、
欽
明
天
皇
三
十
一
年

（
五
七
〇
）
か
ら
高
句
麗
の
使
節
が
四
回
も
北
ツ
海
ル
ー
ト
で
来

着
し
た
こ
と
を
記
載
す
る
。

古
代
の
外
交
で
は
、
と
か
く
遣
唐
使
の
み
が
重
視
さ
れ
が
ち
だ

が
、
渤ぼ

っ
か
い海
国
と
の
交
渉
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
渤
海
使

は
神
亀
四
年
（
七
二
七
）
か
ら
延
喜
十
九
年
（
九
一
九
）
ま
で
、

三
十
四
回
も
来
日
し
て
い
る
。
唐
使
（
唐
か
ら
の
使
節
）
が
舒
明

天
皇
四
年
（
六
三
一
）
か
ら
宝
亀
十
年
（
七
七
九
）
ま
で
の
間
に

わ
ず
か
に
九
回
（
正
式
は
八
回
）
で
あ
っ
た
の
と
比
較
す
れ
ば
、

渤
海
と
日
本
の
外
交
関
係
は
唐
よ
り
も
は
る
か
に
密
接
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
そ
の
上
陸
地
の
判
明
す
る
二
十
九
回
の

す
べ
て
が
北
ツ
海
海
岸
地
域
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
出
雲
は
三
回
・

隠
岐
は
三
回
で
あ
っ
た
。

天
平
五
年
（
七
三
三
）
の
二
月
に
出
雲
の
国
造
で
あ
り
意
宇
郡
大

領
で
あ
っ
た
出
雲
臣お

み

広
島
ら
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
。『
出
雲
国

風
土
記
』
に
は
数
多
く
の
神
話
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
出
雲
在
地
の

神
話
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
出
雲
神
話
と
い
っ
て
よ
い
。
ヤ
マ
ト
朝
廷

の
も
と
で
成
書
化
し
た
『
古
事
記
』（
上
巻
）・『
日
本
書
紀
』（
巻
第
一・

巻
第
二
）は
、『
記
』・『
紀
』
の
「
神
代
巻
」
の
神
話
で
あ
り
、
そ
こ

で
は
『
記
』
二
六
七
神
、『
紀
』
本
文
六
十
六
神
・「
一
書
」（
別
伝
）

一
一
五
神
（
計
一
八
一
神
）が
登
場
す
る
。
そ
し
て
そ
の
内
容
は

⑴
高
天
原
系
・
⑵
出
雲
系
・
⑶
筑
紫
系
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
『
古
事
記
』
の
出
雲
系
神
話

は
し
ば
し
ば
三
分
の
一
を
占
め
る
と
い
わ
れ
た
り
す
る
が
、
筑
紫

系
は
山や

ま
さ
ち
ひ
こ

幸
彦
・
海
幸
彦
な
ど
出
雲
系
よ
り
は
少
な
く
、
出
雲
系
神

話
は
高
天
原
系
に
つ
い
で
多
い
。
そ
し
て
稲
羽（
因
幡
）の
素し
ろ（
白
）

兎
の
神
話
は
『
古
事
記
』
の
み
が
伝
え
、
八や

十そ

神か
み

の
大
国
主
神
へ

の
迫
害
や
、
須す

佐さ

之の

男お
の

命み
こ
と

に
よ
る
大
国
主
神
に
対
す
る
試
練
、

あ
る
い
は
八や
ち
ほ
こ

千
矛
神の
か
み

（
大
国
主
神
）
の
後う
は
な
り妻
沼ぬ
ま

河か
わ

比ひ

売め

を
正こ

妻な
み

須す

世せ

理り

比ひ

売め

が
嫉
う
は
な
り
ね
た
み
妬
す
る
文
学
性
豊
か
な
神
話
は
『
古
事
記
』

だ
け
が
物
語
る
。
出
雲
は
ま
さ
し
く
北
ツ
海
文
化
圏
の
中
心
で

あ
っ
た
。
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「
日
本
ア
ラ
ブ
女
性
交
流
事
業
」
は
、
１
９
９
３
年
に
、
ヨ
ル

ダ
ン
の
バ
ス
マ
王
女
が
来
日
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
開

始
さ
れ
た
事
業
で
あ
る
。
外
務
省
が
国
連
Ｎ
Ｇ
Ｏ
国
内
婦
人
委
員

会
に
委
嘱
す
る
形
で
、
１
９
９
６
年
以
降
、
実
施
さ
れ
て
き
た
。

今
年
は
同
委
員
会
所
属
の
日
本
女
性
法
律
家
協
会
が
受
け
入
れ
団

体
と
な
り
、
２
０
１
２
年
2
月
に
日
本
の
女
性
法
律
家
が
ヨ
ル
ダ
ン
、

エ
ジ
プ
ト
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
を
訪
問
し
た
後
、
10
月
に
、
ヨ
ル
ダ
ン
か
ら

ヨ
ル
ダ
ン
弁
護
士
会
評
議
会
委
員
で
あ
り
女
性
委
員
会
委
員
長
で
あ
る

弁
護
士
の
ヌ
ー
ル
・
イ
マ
ー
ム
氏
、
エ
ジ
プ
ト
か
ら
エ
ジ
プ
ト
司
法
省

附
属
国
立
司
法
研
究
所
技
術
部
参
事
官
兼
行
政
検
事
局
副
局
長
参

事
官
（
検
察
訓
練
計
画
担
当
）
の
ネ
フ
ェ
ル
テ
ィ
テ
ィ・ト
ゥ
ー
ス
ー

ン
氏
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
か
ら
チ
ュ
ニ
ジ
ア
女
性
法
律
家
協
会
会
長
で
あ

り
弁
護
士
の
ラ
ミ
ア
・
デ
ッ
バ
ー
ビ
氏
を
日
本
に
招
き
、
最
高
裁
判

事
へ
の
表
敬
訪
問
を
始
め
、
様
々
な
行
事
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

（
公
財
）
世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、
三
名
の
方
々
が

関
西
を
訪
問
さ
れ
た
機
会
を
と
ら
え
10
月
26
日
（
金
）
に
、
京
都
大

学
イ
ス
ラ
ー
ム
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
、
女
性
法
律
家
協
会
大
阪
支
部

と
と
も
に
、京
都
大
学
に
お
い
て
「
ア
ラ
ブ
諸
国
に
お
け
る
民
主
化・

法
・
女
性
に
関
す
る
意
見
交
換
会
」
を
開
催
す
る
機
会
を
得
る
こ
と

が
で
き
た
。
当
日
は
、
京
都
大
学
イ
ス

ラ
ー
ム
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
長
の
小
杉

泰
先
生
の
司
会
に
よ
り
、
三
名
の
方
か

ら
の
発
表
に
続
い
て
、
出
席
者
と
の
意

見
交
換
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

ヨ
ル
ダ
ン
で
は
１
９
６
３
年
に
最
初

の
女
性
弁
護
士
が
誕
生
し
た
が
、
現
在

で
は
国
内
の
弁
護
士
の
20
％
強
を
女
性

が
占
め
て
い
る
。
今
回
、
来
日
し
た
ヌ
ー

ル
・
イ
マ
ー
ム
氏
は
、
２
０
１
１
年
に
、

女
性
と
し
て
3
人
目
の
ヨ
ル
ダ
ン
弁
護
士
会
評
議
会
委
員
に
選
ば
れ

た
。
ヨ
ル
ダ
ン
の
女
性
弁
護
士
が
抱
え
る
課
題
と
し
て
は
、
個
人
的

な
つ
な
が
り
で
仕
事
の
依
頼
が
来
る
こ
と
が
多
く
、
女
性
弁
護
士
に

対
す
る
社
会
的
認
知
の
低
さ
も
あ
い
ま
っ
て
、
不
利
な
状
況
に
置
か

れ
が
ち
な
こ
と
、
家
庭
責
任
と
の
両
立
が
容
易
で
は
な
い
こ
と
、
弁

護
士
組
合
へ
の
参
加
率
が
低
い
こ
と
等
が
あ
る
。
女
性
弁
護
士
の
専

門
的
能
力
を
向
上
さ
せ
、
ま
た
女
性
弁
護
士
間
で
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
強
化
し
て
抱
え
る
課
題
の
解
決
策
を
探
り
、
弁
護
士
組
合
で
も
活

発
に
活
動
し
て
未
来
の
リ
ー
ダ
ー
育
成
に
も
力
を
注
ぐ
こ
と
が
大
切

で
あ
り
、
ま
た
、
法
律
の
運
用
と
立
法
の
双
方
に
関
し
、
女
性
の
権

利
に
つ
い
て
の
意
識
を
高
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

エ
ジ
プ
ト
で
は
、
人
民
議
会
議
員
に
占
め
る
女
性
の
割
合
は
、

１
９
５
７
年
の
０
・
７
％
か
ら
２
０
１
０
年
に
は
12
・
７
％
に
増

加
し
た
。
モ
ロ
ッ
コ
、
ヨ
ル
ダ
ン
、
レ
バ
ノ
ン
と
い
っ
た
近
隣
諸

ア
ラ
ブ
諸
国
に
お
け
る

民
主
化
・
法
・
女
性
に
関
す
る
意
見
交
換
会

閉会の辞を述べる安藤仁介所長
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国
に
比
べ
る
と
、
エ
ジ
プ
ト
は
、
女
性
の
政
治
参
加
に
熱
心
な
国

と
は
言
え
ず
、
54
％
の
人
た
ち
は
女
性
が
首
相
に
選
ば
れ
る
こ
と

に
反
対
と
の
調
査
結
果
も
あ
る
。
人
民
議
会
に
お
け
る
女
性
議
員

へ
の
ク
オ
ー
タ
制
を
定
め
た
２
０
０
７
年
の
憲
法
修
正
条
項
は
、

男
女
の
平
等
に
反
し
て
い
る
と
し
て
憲
法
裁
判
所
に
提
訴
さ
れ
た

が
、
裁
判
所
は
、
自
由
権
規
約
が
認
め
る
暫
定
特
別
措
置
に
あ
た

る
と
し
て
ク
オ
ー
タ
制
を
認
め
る
判
決
を
出
し
た
。
し
か
し
、

２
０
１
１
年
1
月
25
日
の
「
エ
ジ
プ
ト
革
命
」
後
、
ク
オ
ー
タ
制

は
廃
止
さ
れ
、２
０
１
２
年
に
実
施
さ
れ
た
人
民
議
会
選
挙
で
は
、

女
性
の
割
合
は
2
％
に
低
下
し
て
し
ま
っ
た
。
男
性
中
心
主
義
が

色
濃
く
残
る
社
会
と
慣
習
の
な
か
で
、
女
性
の
政
治
参
加
に
は
多

く
の
障
害
が
存
在
す
る
。

チ
ュ
ニ
ジ
ア
で
は
、
１
９
５
６
年
の
独
立
後
に
「
個
人
の
地
位

に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
た
が
、

こ
の
法
律
は
、
重
婚
を
禁
止
し
、
夫

か
ら
の
一
方
的
な
申
立
に
よ
る
離
婚

を
廃
止
す
る
な
ど
、「
女
性
の
夢
」
を

実
現
す
る
先
進
的
な
も
の
だ
っ
た
。

子
ど
も
の
国
籍
に
関
し
て
は
、

２
０
１
０
年
に
父
母
両
系
主
義
が
実

現
し
て
い
る
。
し
か
し
、
相
続
権
に

関
し
て
は
、
男
女
間
に
は
い
ま
だ
不

平
等
が
存
在
し
、
男
性
に
は
女
性
の

2
倍
の
取
り
分
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
男
性
を
一
家
の
長
と
す
る
規
定
も
「
個
人
の
地
位
に
関
す

る
法
律
」
に
は
残
っ
て
い
る
。「
ア
ラ
ブ
の
春
」
に
よ
る
革
命
後
、

改
正
憲
法
に
女
性
の
権
利
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
求
め
て
き
た
女
性

た
ち
は
、
改
正
案
に
非
常
に
落
胆
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
に

は
、
男
性
を
補
完
す
る
女
性
の
役
割
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
男
女

の
平
等
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
に
反
対
し
て
女
性
た
ち
が
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
女
性
デ
ー
で
あ
る

２
０
１
２
年
8
月
13
日
に
大
規
模
な
デ
モ
を
お
こ
な
っ
た
結
果
、

補
完
的
と
い
う
表
現
を
や
め
て
、
男
女
の
完
全
な
平
等
と
い
う
表

現
を
採
用
す
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
た
も
の
の
、
ま
だ
安
心
で
き
る

状
況
で
は
な
い
。
憲
法
の
第
二
草
案
の
内
容
次
第
で
、
さ
ら
に
働

き
か
け
を
強
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

今
回
の
意
見
交
換
会
を
通
じ
、
改
め
て
印
象
づ
け
ら
れ
た
の
は

「
ア
ラ
ブ
」
世
界
の
多
様
性
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
え
が
ど
の

よ
う
に
法
や
社
会
に
反
映
し
て
い
る
か
も
、
国
に
よ
っ
て
様
々
で

あ
る
こ
と
を
痛
感
し
た
。
さ
ら
に
、「
ア
ラ
ブ
の
春
」
後
の
状
況
が

女
性
の
地
位
や
権
利
に
と
っ
て
全
く
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
で
あ

る
こ
と
が
理
解
で
き
た
。
エ
ジ
プ
ト
の
ネ
フ
ェ
ル
テ
ィ
テ
ィ
氏
が
、

こ
の
ま
ま
で
は
女
性
性
器
切
除
が
ま
た
復
活
し
、
女
性
は
9
歳
で

結
婚
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
状
況
に
戻
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
と
危

惧
の
念
を
表
明
さ
れ
た
こ
と
が
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
。「
ア
ラ

ブ
」
と
ひ
と
く
く
り
に
す
る
こ
と
な
く
把
え
る
視
座
を
保
ち
つ
つ

「
ア
ラ
ブ
の
春
」
後
の
「
民
主
化
」
の
行
方
を
見
守
り
た
い
。

（
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
第
一
部　

専
任
研
究
員　

三
輪　

敦
子
）
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大
和
学
園
は
、
２
０
１
１
年
に
創
立
80
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。

標
題
は
、
学
園
の
教
育
綱
領
に
掲
げ
て
い
る
一
項
目
で
す
。
本
学

園
は
、
栄
養
、
医
療
・
福
祉
、
調
理
、
製
菓
・
製
パ
ン
、
食
育
、

ホ
テ
ル
、
ブ
ラ
イ
ダ
ル
、
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
産
業

に
特
化
し
た
職
業
人
の
養
成
と
人
々
の
生
涯
学
習
や
産
業
支
援
活

動
に
取
り
組
む
「
ア
カ
デ
ミ
ー
・
オ
ブ
・
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
」
を

標
榜
す
る
総
合
教
育
機
関
で
す
。
創
立
以
来
、
お
も
て
な
し
文
化

の
都
、
京
都
の
地
で
ｔ
ａ
ｉ
ｗ
ａ
流
の
職
業
型
実
学
教
育
と
そ
の

根
幹
と
な
る
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
教
育
を
追
求
し
て
き
ま
し
た
。
職

業
教
育
と
い
う
と
仕
事
に
必
要
な
知
識
や
技
術
を
身
に
付
け
る
こ

と
と
考
え
が
ち
で
す
が
、
そ
の
前
に
お
も
て
な
し
の
心
、
英
語
で

言
う
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
の
心
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
と
は
、
お
互
い
の
異
な
り
を
認
め
合
い
、
相
互

に
敬
愛
し
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
を
高
め
て
、
心
地
よ
い
関
係

を
築
く
こ
と
で
あ
る
と
、
私
は
理
解
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
こ
の
考
え
は
、
人
権
教
育
に
も
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

日
本
の
精
神
文
化
の
中
に
は
、「
謙
譲
の
美
徳
」
や
「
以
心
伝
心
」

と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
し
た
。
同
じ
民
族
同
士
だ
か
ら
分
か
り

合
え
る
と
い
う
前
提
が
あ
り
ま
し
た
し
、
他
者
と
異
な
ら
な
い
こ

と
が
良
い
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
現
代
の
よ
う
に
個
性
化
が
進

む
と
他
者
の
異
な
り
を
認
め
、
相
互
に
敬
愛
の
気
持
ち
を
込
め
て

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
築
い
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
他
者

を
思
い
や
る
こ
と
こ
そ
が
人
権
の
尊
重
で
あ
り
、
ま
さ
に
ホ
ス
ピ

タ
リ
テ
ィ
マ
イ
ン
ド
で
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

人
を
幸
せ
に
し
、
人
に
奉
仕
す
る
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
マ
イ
ン
ド

は
、
あ
ら
ゆ
る
専
門
教
育
に
優
先
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
、

本
学
園
の
教
育
は
専
門
知
識
や
技
術
の
習
得
だ
け
で
は
な
く
、
ホ

ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
マ
イ
ン
ド
の
醸
成
を
基
本
に
置
い
て
い
ま
す
。
具

体
的
に
、「
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
セ
ミ
ナ
ー
」
と
い
う
授
業
で
は
フ
ー

ド
サ
ー
ビ
ス
業
界
を
は
じ
め
、
ホ
テ
ル
、
華
道
な
ど
、
各
業
界
で

活
躍
さ
れ
て
い
る
方
を
お
招
き
し
て
現
場
に
お
け
る
ホ
ス
ピ
タ
リ

テ
ィ
精
神
を
学
ん
だ
り
、
高
齢
者
施
設
や
児
童
館
に
訪
問
し
手
作

り
の
お
菓
子
を
ふ
る
ま
う
「
ふ
れ
あ
い
ス
イ
ー
ツ
」
な
ど
を
通
し

て
、
人
の
喜
び
が
、
自
分
の
喜
び
に
思
え
る
よ
う
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク

企・業・の・目

『異なりを認め合い、
相互に敬愛する』

学校法人大和学園
学園長

田中　誠二
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ト
を
実
行
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
歌
舞
伎
や
能
な
ど
の
日
本
の
伝

統
芸
能
を
鑑
賞
す
る
時
間
を
設
け
た
り
、
手
話
を
授
業
に
取
り
入

れ
た
り
し
て
、
様
々
な
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
を
肌
で
感
じ
る
機
会
を

持
た
せ
て
い
ま
す
。
京
都
流
の
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
マ
イ
ン
ド
を
兼

ね
備
え
た
上
で
、
自
分
の
専
門
技
術
を
発
信
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
、

本
学
園
で
学
ん
だ
学
生
が
持
ち
う
る
宝
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
マ
イ
ン
ド
を
機
軸
と
し
た
学
生

の
人
間
力
醸
成
、
こ
れ
を
主
眼
と
し
た
専
門
教
育
を
提
供
し
、
学

園
で
学
び
巣
立
っ
た
卒
業
生
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
職
場
や
地
域
で

貢
献
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
に
、
学
園
の
教
育
事
業
そ
の
も
の
が

社
会
貢
献
活
動
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
２
０
１
０
年
の
Ｉ
Ｓ

Ｏ
２
６
０
０
０
の
発
行
か
ら
様
々
な
組
織
に
お
け
る
Ｓ
Ｒ
（
社
会

的
責
任
）
活
動
が
よ
り
一
層
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

学
校
法
人
も
社
会
的
責
任
を
果
た
す
べ
き
組
織
だ
と
考
え
、
本
学

園
で
は
２
０
１
１
年
に
「
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
・
レ
ポ
ー
ト
（
学
園

概
要
＆
Ｓ
Ｒ
報
告
書
）」
を
発
行
し
ま
し
た
。
本
学
園
の
教
育
を
、

さ
ら
に
広
げ
て
取
り
組
ん
で
き
た
食
育
の
推
進
や
地
域
・
業
界
貢

献
、
環
境
保
全
の
活
動
な
ど
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
関
心
事
項

と
大
和
学
園
の
事
業
と
し
て
の
重
要
性
の
観
点
か
ら
冊
子
や
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
通
し
て
よ
り
幅
広
く
、
よ
り
分
か
り
や
す
く
発
信
す

る
と
い
う
も
の
で
す
。

個
人
対
個
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
が
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
急
速
な
普
及
に
よ
り
変
化
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

が
お
も
て
な
し
を
創
造
で
き
る
新
し
い
ツ
ー
ル
に
な
り
得
る
時
代

と
な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

時
代
の
ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
は
、
古
き
良
き
も
の
を
調
和
さ
せ
て
、

お
も
て
な
し
を
す
る
側
が
内
に
秘
め
て
い
る
と
い
う
「
静
」
の
姿

勢
で
は
な
く
、
守
る
べ
き
も
の
は
守
り
つ
つ
新
た
な
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
を
積
極
的
に
提
案
し
、
表
現
す
る
と
い
う
「
動
」
の
心
意
気

で
、
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
の
プ
ラ
ス
面
を
活
用
す
べ
き
だ
と
考
え
て

い
ま
す
。
特
に
人
権
問
題
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
京
都
の
お
も
て

な
し
の
心
は
、
世
界
の
人
権
問
題
に
必
ず
や
プ
ラ
ス
の
影
響
を
与

え
る
力
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
本
学
園
で
ホ
ス
ピ
タ

リ
テ
ィ
マ
イ
ン
ド
を
学
ん
だ
卒
業
生
た
ち
は
国
内
だ
け
に
留
ま
ら

ず
、
海
外
で
活
躍
す
る
者
も
お
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
京
都
か
ら

海
外
で
活
躍
す
る
多
く
の
人
間
的
魅
力
あ
ふ
れ
る
人
材
を
輩
出
す

る
こ
と
で
、
京
都
の
お
も
て
な
し
の
心
を
世
界
に
広
げ
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

大
和
学
園
は
、創
立
１
０
０
周
年
に
向
け
て
、持
続
可
能
な
発
展

を
次
の
成
長
に
つ
な
げ
る
た
め
に
、
京
都
な
ら
で
は
の
お
も
て
な

し
の
心
と
、
人
間
力
形
成
を
機
軸
と
し
た
職
業
型
実
学
教
育
と
生

涯
学
習
の
振
興
、
さ
ら
に
は
産
業
支
援
活
動
に
邁
進
し
て
い
き
ま

す
。そ
し
て
、ホ
ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
マ
イ
ン
ド
に
満
ち
た「
人
の
和
」
を
、

時
代
が
変
化
し
て
も
変
え
る
こ
と
な
く
広
げ
続
け
て
ま
い
り
ま
す
。
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◆
仕
事
と
生
活
の
調
和
（
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）
と
は

　

仕
事
は
、
暮
ら
し
を
支
え
、
生
き
が
い
や
喜
び
を
も
た
ら
す
も

の
で
す
が
、
同
時
に
、
家
事
・
育
児
、
近
隣
と
の
付
き
合
い
な
ど

の
生
活
も
暮
ら
し
に
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ

の
充
実
が
あ
っ
て
こ
そ
、
人
生
の
生
き
が
い
、
喜
び
は
倍
増
し
ま

す
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
の
社
会
に
は
、
安
定
し
た
仕
事
に
就

け
ず
、
経
済
的
に
自
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
仕
事
に
追
わ
れ

心
身
の
疲
労
か
ら
健
康
を
害
し
か
ね
な
い
、
仕
事
と
子
育
て
や
介

護
と
の
両
立
に
悩
む
な
ど
、
仕
事
と
生
活
の
間
で
問
題
を
抱
え
る

人
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
が
、
働
く
人
々
へ
の
将
来
の
不

安
や
豊
か
さ
が
実
感
で
き
な
い
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
て
、
社

会
の
活
力
の
低
下
や
少
子
化
・
人
口
減
少
と
い
う
現
象
に
ま
で
繋

が
っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

そ
れ
を
解
決
す
る
取
組
が
、
仕
事
と
生
活
の
調
和
（
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）
の
実
現
で
す
。
個
々
人
の
生
き
方
や
子
育

て
期
・
中
高
年
期
と
い
っ
た
人
生
の
各
段
階
に
応
じ
て
多
様
な
生

き
方
の
選
択
を
実
現
す
る
た
め
、
社
会
全
体
で
取
り
組
む
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

◆  

仕
事
と
生
活
の
調
和
（
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）
の

実
現
に
向
け
て

平
成
20
年
、
京
都
雇
用
創
出
活
力
会
議
（
構
成
：
京
都
府
知
事
、

京
都
市
長
、
京
都
労
働
局
長
、
連
合
京
都
会
長
、
京
都
経
営
者
協

会
会
長
）
の
下
に
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
専
門
部
会
を
設
置

し
、オ
ー
ル
京
都
体
制
に
よ
り
「
京
都　

仕
事
と
生
活
の
調
和
（
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）
行
動
計
画
」
を
策
定
、
平
成
23
年
11
月

に
は
、
京
都
に
お
け
る
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
推
進
の
拠
点

「
京
都
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
」
を
開
設
し
ま
し
た
。

本
セ
ン
タ
ー
で
は
、
中
小
企
業
に
お
け
る
取
組
の
支
援
、
府
民

へ
の
広
報
啓
発
、
地
域
に
お
け
る
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

の
推
進
を
柱
と
し
て
、
オ
ー
ル
京
都
体
制
で
取
組
を
進
め
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。
と
り
わ
け
人
材
確
保
が
困
難
な
中
小
企
業
に
お
い

て
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
に
取
り
組
む
利
点
は
大
き
く
、

長
び
く
円
高
な
ど
厳
し
い
社
会
経
済
情
勢
が
続
く
中
に
あ
っ
て

も
、「
コ
ス
ト
」
と
し
て
で
は
な
く
、
人
材
確
保
や
企
業
体
質
の

強
化
、
ま
た
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
や
子
育
て
に
加
え
、
年
々
増
加
傾

向
に
あ
る
介
護
に
よ
る
離
職
な
ど
を
防
ぐ
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

の
観
点
か
ら
も
、「
明
日
へ
の
投
資
」
と
し
て
積
極
的
に
取
り
組

京
都
府
府
民
生
活
部

男
女
共
同
参
画
課　

参
事

　
　

足
立　

阿
季
子
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ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
京
都
府
で
は
、「「
京
都
モ
デ
ル
」
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
推
進
企
業
認
証
制
度
」
を
設
け
、
中
小

企
業
に
お
け
る
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
取
組
を
支
援
し

て
い
ま
す
。
社
会
保
険
労
務
士
等
か
ら
な
る
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・

バ
ラ
ン
ス
企
業
支
援
チ
ー
ム
が
企
業
を
訪
問
し
、
個
々
の
企
業
の

ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
き
め
細
や
か
な
支
援
を
行
っ
た
こ
と
等
か
ら

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
推
進
宣
言
企
業
は
８
６
３
社
、
認

証
企
業
は
１
０
０
社
を
突
破
（
11
月
16
日
現
在
）
し
、
中
小
企
業

に
お
い
て
も
徐
々
に
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
取
組
が
浸

透
し
て
き
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

反
面
、
府
民
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
と
、
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ

ラ
ン
ス
の
言
葉
も
意
味
も
知
ら
な
い
と
す
る
回
答
が
約
6
割
と
い

う
調
査
結
果
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
毎
年
11
月
19
日
か
ら
25
日
ま
で

の
一
週
間
を
「
京
都
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
ウ
イ
ー
ク
」

と
定
め
、
集
中
的
な
広
報
啓
発
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
と
、
単
な
る
企
業
の
福

利
厚
生
と
捉
え
ら
れ
た
り
、
ま
た
、
仕
事
と
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
の
二

者
択
一
を
せ
ま
ら
れ
る
も
の
と
誤
解
さ
れ
が
ち
で
す
が
、
そ
う
で

は
な
く
、
生
活
の
充
実
が
仕
事
の
充
実
に
つ
な
が
り
、
メ
リ
ハ
リ

の
き
い
た
仕
事
が
生
活
の
ゆ
と
り
に
つ
な
が
る
と
い
う
よ
う
に
、

仕
事
と
生
活
の
好
循
環
を
生
み
出
す
こ
と
で
ど
ち
ら
も
よ
り
充
実

す
る
、
と
い
う
相
乗
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解

の
促
進
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

ま
た
、
地
域
団
体
や
企
業
、
大
学
等
と
連
携
し
た
地
域
に
お
け

る
多
世
代
交
流
の
場
づ
く
り
、
特
に
団
塊
世
代
の
男
性
の
地
域
活

動
へ
の
参
加
促
進
や
地
域
の
課
題
解
決
に
向
け
た
交
流
会
の
実
施

等
、
地
域
に
お
い
て
も
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
が
実
践
さ

れ
る
よ
う
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

仕
事
と
生
活
の
調
和
（
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）
の
取

組
は
、よ
う
や
く
緒
に
就
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、引
き
続
き
、オ
ー

ル
京
都
体
制
に
よ
り
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
一
人
ひ
と
り
が
自
ら

の
希
望
す
る
働
き
方
、
生
き
方
が
選
択
・
実
現
で
き
る
社
会
を
め

ざ
し
て
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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前
回
ま
で
見
た
ビ
ル
マ
は
、「
市
民
的
お
よ
び
政
治
的
権
利
に

関
す
る
国
際
規
約
」
に
も
そ
の
「
選
択
議
定
書
」
に
も
入
っ
て

い
ま
せ
ん
。
こ
れ
と
対
照
的
な
の
が
モ
ン
ゴ
ル
で
、
モ
ン
ゴ
ル

は
同
規
約
を
発
効
に
先
立
つ
一
九
七
四
年
に
、
選
択
議
定
書
を

一
九
九
一
年
に
、
そ
れ
ぞ
れ
批
准
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
モ

ン
ゴ
ル
に
対
し
て
選
択
議
定
書
に
基
づ
く
個
人
通
報
は
一
件
も

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
規
約
に
基
づ
く
国
家
報
告
書
の
審

査
は
す
で
に
一
九
八
〇
年
、
八
六
年
、
九
二
年
、
二
〇
〇
〇
年
、

一
一
年
の
計
五
回
に
わ
た
っ
て
受
け
て
い
ま
す
。
し
か
も
こ
の

間
、モ
ン
ゴ
ル
の
政
治
体
制
は
変
化
し
て
い
ま
す
。そ
こ
で
ま
ず
、

同
国
国
境
の
北
に
接
す
る
ロ
シ
ア
、
南
に
接
す
る
中
国
と
い
う

二
大
国
と
の
関
係
に
注
目
し
な
が
ら
、
モ
ン
ゴ
ル
の
近
代
史
を

簡
単
に
振
り
返
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

広
義
の
モ
ン
ゴ
ル
は
、
東
を
満
州
（
中
国
東
北
部
）
に
発
し

西
は
ト
ル
コ
に
至
る
中
央
ア
ジ
ア
の
広
大
な
草
原
地
帯
を
指
し
、

そ
こ
に
は
紀
元
前
か
ら
多
種
の
遊
牧
民
が
生
活
し
て
い
た
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
現
在
の
モ
ン
ゴ
ル
に
繋
が
る

の
は
、
テ
ム
ジ
ン
が
モ
ン
ゴ
ル
系
諸
族
を
統
一
し
て
そ
の
支
配

者
（
ジ
ン
ギ
ス
・
カ
ー
ン
）
を
名
乗
っ
た
一
二
〇
六
年
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
か
れ
と
そ
の
子
孫
は
満
州
か
ら
黒
海
周
辺
に
拡
が

り
中
国
本
土
や
モ
ス
ク
ワ
を
含
む
人
類
最
大
の
帝
国
を
打
ち
建

て
、
と
く
に
ジ
ン
ギ
ス
・
カ
ー
ン
の
孫
フ
ビ
ラ
イ
・
カ
ー
ン
の

時
代
に
は
宋
王
朝
を
倒
し
て
中
国
本
土
を
支
配
下
に
置
き
、『
東

方
見
聞
記
』
で
名
高
い
マ
ル
コ
・
ポ
ー
ロ
が
か
れ
に
仕
え
た
こ

と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
元
は
や
が
て
明
王
朝
に
倒
さ
れ

ま
す
が
、
支
配
者
は
北
へ
逃
れ
、
モ
ン
ゴ
ル
族
は
同
王
朝
と
対

シ
リ
ー
ズ　

国
際
人
権
・
随
想
40

ア
ジ
ア
諸
国
と
人
権
（
そ
の
三
二
）

研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

京
都
大
学
名
誉
教
授

　
　

安
藤　

仁
介
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立
し
続
け
ま
し
た
。

し
か
し
明
王
朝
を
倒
し
た
清
王
朝
の
満
州
族
は
、
一
七
世
紀

末
に
は
モ
ン
ゴ
ル
族
の
反
乱
を
抑
え
て
支
配
下
に
組
み
込
み
ま

し
た
。
ま
た
早
く
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
族
と
接
触
し
て
、
モ
ン
ゴ
ル

地
域
の
東
南
に
住
む
漢
族
お
よ
び
モ
ン
ゴ
ル
族
を
中
国
本
土
攻

略
の
予
備
軍
と
し
て
活
用
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
後
に
〝
内

モ
ン
ゴ
ル
〞
と
呼
ば
れ
る
地
域
が
構
成
さ
れ
る
先
が
け
と
な

り
、
同
地
域
は
他
の
モ
ン
ゴ
ル
地
域
と
比
べ
て
漢
文
化
の
影
響

を
よ
り
強
く
受
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と

が
モ
ン
ゴ
ル
族
の
満
州
族
ひ
い
て
は
漢
族
に
対
す
る
反
感
の
一

因
と
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
も
っ
と
も
清
王
朝
は
モ
ン

ゴ
ル
族
の
関
心
を
買
う
た
め
、
そ
の
社
会
構
造
の
維
持
を
図
っ

て
、
王
公
領
を
厳
密
に
設
定
し
た
り
、
フ
ビ
ラ
イ
・
カ
ー
ン
以

来
の
ラ
マ
教
勢
力
保
護
を
継
続
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
た

だ
し
、
ア
ヘ
ン
戦
争
後
に
清
王
朝
の
近
代
化
が
進
め
ら
れ
る

過
程
で
、
モ
ン
ゴ
ル
の
政
治
機
構
が
見
直
さ
れ
る
と
と
も
に
、

多
数
の
漢
族
系
商
人
が
モ
ン
ゴ
ル
へ
進
出
し
て
商
業
網
を
広

げ
、
金
融
高
利
貸
事
業
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い

ま
し
た
。

そ
う
し
た
状
況
の
も
と
、
一
九
一
一
年
に
辛
亥
革
命
で
清
王

朝
が
倒
れ
る
と
、
モ
ン
ゴ
ル
の
指
導
者
層
は
ロ
シ
ア
に
接
近
し
、

内
外
モ
ン
ゴ
ル
を
合
わ
せ
た
大
モ
ン
ゴ
ル
国
の
建
設
を
目
指
し

た
の
で
す
。
し
か
し
ロ
シ
ア
は
、
モ
ン
ゴ
ル
指
導
者
層
が
樹
立

し
た
新
政
府
、
中
華
民
国
、
ロ
シ
ア
の
三
者
間
で
「
キ
ャ
フ
タ

協
定
」
を
結
び
、
中
国
の
宗
主
権
下
で
外
モ
ン
ゴ
ル
に
自
治
を

認
め
る
も
の
と
し
て
モ
ン
ゴ
ル
新
政
府
を
承
認
す
る
構
想
を
選

び
ま
し
た
。
だ
が
そ
の
直
後
、
一
九
一
七
年
に
起
こ
っ
た
ロ
シ

ア
革
命
に
よ
り
、
帝
政
ロ
シ
ア
が
崩
壊
し
、
キ
ャ
フ
タ
協
定
の

構
想
は
実
現
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
却
っ
て
、
中
華
民
国
は
外
モ

ン
ゴ
ル
に
対
す
る
主
権
を
回
復
す
べ
く
一
九
年
に
は
一
方
的
に

自
治
を
解
消
し
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
モ
ン
ゴ
ル
族
の
な
か

で
ロ
シ
ア
革
命
の
影
響
を
受
け
た
グ
ル
ー
プ
は
、
二
〇
年
「
モ

ン
ゴ
ル
人
民
党
」
を
結
成
し
、
王
公
や
ラ
マ
教
勢
力
と
も
協
力

し
て
、
民
族
解
放
運
動
を
進
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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２
０
１
０
年
7
月
に
フ
ラ
ン
ス
中
部
の
町
セ
ン
ト
・
エ
グ
ナ
ン

で
起
こ
っ
た
強
盗
事
件
が
、
ロ
マ
の
青
年
の
犯
行
と
さ
れ
た
こ
と

に
反
発
し
た
ロ
マ
の
人
々
が
暴
徒
化
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し

て
、
当
時
の
サ
ル
コ
ジ
大
統
領
は
フ
ラ
ン
ス
国
内
に
い
る
７
７
，

３
０
０
人
の
ロ
マ
の
不
法
居
住
者
追
放
を
宣
言
し
た
。「
ジ
プ
シ
ー

（
ロ
マ
）
キ
ャ
ン
プ
は
子
ど
も
の
物
乞
い
と
売
春
や
犯
罪
の
温
床

で
あ
る
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
欧
州
議
会
は
、

移
動
の
自
由
を
保
障
し
た
シ
ェ
ン
ゲ
ン
協
定
と
差
別
を
禁
止
し
た

Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
に
違
反
す
る
と
し
て
追
放
の
即
時
中
止
を
求

め
、
ヴ
ァ
チ
カ
ン
や
国
連
の
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
な
ど
か
ら
の

批
判
も
相
次
ぐ
中
、
当
時
の
イ
タ
リ
ア
の
ベ
ル
ル
ス
コ
ー
ニ
首
相

が
フ
ラ
ン
ス
を
支
持
し
た
こ
と
で
事
態
は
混
乱
を
極
め
た
。
結
局

フ
ラ
ン
ス
が
Ｅ
Ｕ
法
に
添
っ
た
形
で
国
内
法
を
見
直
す
と
表
明
し

た
こ
と
で
、
欧
州
委
員
会
に
よ
る
欧
州
司
法
裁
判
所
へ
の
提
訴
な

ど
の
法
的
措
置
は
回
避
さ
れ
た
が
、
欧
州
に
お
け
る
ロ
マ
に
対
す

る
根
強
い
差
別
と
偏
見
を
改
め
て
露
呈
す
る
出
来
事
と
な
っ
た
。

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
後
の
世
界
的
な
景
気
後
退
の
中
で
、
欧
州

に
お
い
て
も
移
民
と
く
に
ロ
マ
の
人
々
に
対
す
る
襲
撃
事
件
が
増

加
し
、
欧
州
議
会
選
挙
で
は
ロ
マ
排
斥
を
掲
げ
た
極
右
政
党
が
躍

進
し
て
い
る
。
ロ
マ
の
起
源
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
も
の
の
、
一

般
に
11
世
紀
か
ら
14
世
紀
に
か
け
て
そ
の
起
源
で
あ
る
北
イ
ン
ド

を
離
れ
ペ
ル
シ
ャ
な
ど
を
経
て
欧
州
に
移
住
し
た
と
い
わ
れ
る
い

わ
ゆ
る
ロ
マ
の
人
々
は
、
絶
え
間
な
い
迫
害
や
差
別
ま
た
追
放
に

さ
ら
さ
れ
て
き
た
。
18
世
紀
に
は
ス
ペ
イ
ン
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・

ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
で
抑
留
や
強
制
的
な
同
化
の
対
象
と
な
り
、
第

二
次
大
戦
で
は
40
万
人
か
ら
50
万
人
の
ロ
マ
が
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
に

よ
っ
て
虐
殺
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連

邦
の
解
体
と
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
分
裂
に
よ
っ
て
多
く
の
ロ
マ
が

西
側
諸
国
に
お
も
に
職
を
求
め
て
移
住
し
、
現
在
欧
州
だ
け
で

１
０
０
０
万
人
か
ら
１
２
０
０
万
人
の
ロ
マ
が
暮
ら
し
て
い
る
と

い
わ
れ
て
い
る
。
領
土
的
野
心
を
持
た
ず
、
迫
害
と
追
放
の
歴
史

か
ら
移
動
し
な
が
ら
生
活
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
た
ロ

研
究
セ
ン
タ
ー
嘱
託
研
究
員

甲
南
大
学
教
授

　
　

中
井　

伊
都
子

ロ
マ
ロ
マ
のの
差
別
差
別
とと
闘
う
ヨ
ー
ロ

闘
う
ヨ
ー
ロ
ッッ
パパ
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マ
の
人
々
の
識
字
率
は
50
％
以
下
と
も
言
わ
れ
て
い
て
、
市
民
と

し
て
の
登
録
が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
多
く
、
正
確
な
人
口
は
把

握
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

欧
州
審
議
会
（C

ouncil of E
urope　

現
在
47
カ
国
）
は
、
加

盟
国
内
に
根
強
く
残
る
「
反
ジ
プ
シ
ー
主
義
」
の
撤
廃
に
向
け
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
展
開
し
て
き
た
。欧
州
人
権
裁
判
所
は
、

ロ
マ
の
移
動
生
活
と
の
関
連
に
お
け
る
住
居
の
権
利
の
保
障
、
警

察
に
よ
る
取
調
べ
の
問
題
、
ロ
マ
の
子
ど
も
を
特
別
な
学
校
に
入

学
さ
せ
た
こ
と
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
締
約
国
の
欧
州
人
権
条
約
違
反

を
判
断
し
て
お
り
、
欧
州
社
会
権
委
員
会
は
と
く
に
経
済
的
保
護

の
観
点
か
ら
ロ
マ
の
家
族
の
権
利
を
擁
護
し
て
き
た
。
人
種
主
義

と
不
寛
容
に
関
す
る
委
員
会
は
繰
り
返
し
反
ジ
プ
シ
ー
主
義
を
扱

い
、
特
に
メ
デ
ィ
ア
の
責
任
を
繰
り
返
し
強
調
し
１
９
９
２
年
に

採
択
し
た
地
域
的
あ
る
い
は
少
数
者
の
言
語
に
関
す
る
欧
州
憲
章

（
１
９
９
８
年
発
効
）
は
ロ
マ
語
を
保
護
さ
れ
る
べ
き
言
語
と
指
定

し
、
１
９
９
４
年
の
国
内
に
い
る
少
数
者
の
保
護
に
関
す
る
枠
組
み

条
約
（
１
９
９
８
年
発
効
）
に
関
し
て
は
ド
イ
ツ
や
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

な
ど
多
く
の
加
盟
国
が
そ
の
文
化
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
維

持
・
発
展
す
べ
き
少
数
者
と
し
て
ロ
マ
を
挙
げ
て
い
る
。

さ
ら
に
２
０
１
０
年
に
は
ロ
マ
排
斥
の
動
き
の
高
ま
り
を
受
け

て
、
47
の
欧
州
審
議
会
加
盟
国
と
Ｅ
Ｕ
な
ら
び
に
ロ
マ
を
代
表
す

る
団
体
が
一
同
に
会
し
、
ロ
マ
の
人
々
が
置
か
れ
て
い
る
社
会
的

状
況
に
対
し
て
、
エ
ン
パ
ワ
ー
と
社
会
的
統
合
を
奨
励
す
る
た
め

の
原
則
と
優
先
事
項
に
つ
い
て
の
合
意
を
記
し
た
「
ス
ト
ラ
ス

ブ
ー
ル
宣
言
」
を
採
択
し
た
。
宣
言
で
は
、
加
盟
国
に
反
差
別
法

を
施
行
し
、
人
種
主
義
に
基
づ
く
犯
罪
を
な
く
し
、
ロ
マ
の
子
ど

も
が
平
等
に
教
育
制
度
に
組
み
込
ま
れ
さ
ら
に
学
校
に
通
い
続
け

ら
れ
る
よ
う
（
補
助
教
員
を
付
け
る
な
ど
し
て
）
確
保
す
る
こ
と

な
ど
を
求
め
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
宣
言
に
よ
っ
て
ロ
マ
の
人
々

を
法
律
的
あ
る
い
は
行
政
的
に
支
援
す
る
ロ
マ
担
当
官
（R

om
a 

m
ediator

）
の
欧
州
研
修
計
画
が
策
定
さ
れ
、
２
０
１
１
年
度
に

は
４
４
０
名
、
２
０
１
２
年
度
に
は
１
０
０
０
人
以
上
の
ロ
マ
担

当
官
が
研
修
を
う
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

社
会
に
は
び
こ
る
差
別
や
排
除
に
正
攻
法
は
見
当
た
ら
な
い
。

欧
州
審
議
会
60
年
以
上
の
歴
史
を
概
観
し
て
み
て
も
、
ま
さ
に
あ

の
手
こ
の
手
で
人
種
主
義
や
差
別
に
取
り
組
み
、
加
盟
国
に
遵
守

を
促
す
仕
組
み
を
作
り
上
げ
て
き
て
い
る
。
な
お
多
く
の
人
権
問

題
を
抱
え
な
が
ら
、
国
内
人
権
機
関
の
設
置
や
国
連
規
約
人
権
委

員
会
へ
の
個
人
通
報
制
度
の
実
現
も
遠
の
い
た
気
が
す
る
今
般
の

日
本
の
政
治
情
勢
で
は
あ
る
が
、
人
の
尊
厳
を
守
り
差
別
の
な
い

社
会
の
た
め
に
あ
の
手
こ
の
手
で
対
応
す
る
政
府
の
姿
勢
を
求
め

続
け
て
い
き
た
い
と
思
う
。
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全
国
水
平
社
創
立
90
周
年
に
ち
な
ん
で
、
高
橋
貞
樹
『
特
殊
部

落
一
千
年
史
（
水
平
運
動
の
境
界
標
）』
の
発
刊
を
巡
る
ひ
と
つ
の

動
向
に
つ
い
て
記
し
て
み
た
い
。

高
橋
に
つ
い
て
は
、
ま
た
こ
の
著
作
の
意
義
に
つ
い
て
、
今
ま

で
多
く
の
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
１
９
９
２
年
12
月
、
沖
浦

和
光
の
校
注
・
解
説
の
復
刻
版
『
被
差
別
部
落
一
千
年
史
』（
岩

波
文
庫
）
に
対
し
て
、
主
と
し
て
そ
の
表
題
の
是
非
を
巡
っ
て
93

年
に
師
岡
佑
行
と
沖
浦
と
の
間
で
『
こ
ぺ
る
』
誌
上
で
論
議
が

あ
っ
た
。
今
回
は
、
従
来
の
研
究
か
ら
少
し
離
れ
て
、
同
著
作
を

世
に
出
し
た
一
人
の
出
版
人
を
紹
介
し
た
い
。そ
の
人
物
の
名
は
、

吉
田
文
治
で
あ
る
。

吉
田
は
、
明
治
32
（
１
８
９
９
）
年
3
月
3
日
、
奈
良
県
吉
野

郡
上
市
町
の
医
者
・
順
造
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
大
正
6
年

3
月
に
県
立
五
條
中
学
校
を
卒
業
、
同
12
年
3
月
に
は
同
志
社
大

学
法
学
部
政
治
学
科
を
卒
業
し
た
。
在
学
中
は
総
長
の
海
老
名
弾

正
の
影
響
を
受
け
た
。

卒
業
後
、
彼
は
難
波
英
夫
が
社
会
部
長
を
し
て
い
た
大
阪
時
事

新
報
社
に
就
職
、
労
働
運
動
関
係
等
の
取
材
記
者
と
な
っ
た
が
、

同
年
9
月
の
関
東
大
震
災
直
後
に
編
集
長
と
衝
突
し
辞
職
し
た
。

そ
の
年
の
暮
れ
に
は
、
出
版
経
営
に
乗
り
出
し
、
京
都
市
上
京
区

平
野
大
祓
町
に
出
版
社
「
更
生
閣
・
吉
田
書
店
」
を
創
業
す
る
に

至
る
。
大
正
13
年
前
半
に
、
山
川
均
・
加
藤
一
夫
の
著
作
、
河
野

密
・
山
川
菊
栄
の
訳
本
、
富
田
砕
花
の
詩
歌
集
を
刊
行
し
た
が
、

社
会
主
義
思
想
の
色
濃
い
刊
本
の
一
部
は
発
禁
処
分
の
対
象
と

な
っ
た
。

5
月
20
日
、
吉
田
は
上
京
区
河
原
町
丸
太
町
上
ル
に
転
じ
た
更

生
閣
か
ら
、
高
橋
の
『
特
殊
部
落
一
千
年
史
』
を
出
版
す
る
。
こ

の
と
き
19
歳
足
ら
ず
で
は
あ
っ
た
が
、
山
川
均
の
弟
子
で
あ
り
、

す
で
に
才
能
の
片
鱗
を
見
せ
て
い
た
高
橋
に
、
吉
田
は
書
か
せ
る

こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
吉
田
は
こ
の
と
き
25
歳
。
同
書
は
、
黒

の
表
紙
に
荊
冠
が
描
か
れ
た
箱
入
り
図
書
で
、
定
価
は
2
円
。

し
か
し
、
5
月
24
日
付
で
同
書
は
発
禁
と
な
っ
た
。

し
か
も
、
吉
田
は
出
版
法
第
3
条
違
反
で
略
式
起
訴
（
罰
金
20

円
）
さ
れ
た
。
彼
は
こ
れ
を
不
服
と
し
て
提
訴
し
た
。

研
究
セ
ン
タ
ー
嘱
託
研
究
員

　
　

白
石　

正
明

吉
田
文
治
と『
特
殊
部
落
一
千
年
史
』

― 

水
平
運
動
を
支
え
た
出
版
人 

―
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吉
田
側
の
言
い
分
は
、
第
一
に
発
行
3
日
前
に
納
本
は
し
な

か
っ
た
が
（
第
3
条
違
反
）、
そ
れ
は
事
前
に
内
務
省
の
検
閲
官

に
よ
っ
て
検
閲
を
受
け
て
い
た
こ
と
（
事
実
、
発
禁
本
に
そ
の
根

跡
が
み
え
る
）。
3
日
前
納
本
は
通
常
、
同
業
他
社
を
含
め
て
厳

格
に
行
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
。
第
二
に
、
出
版
法
第
3
条
は
司

法
処
分
に
な
じ
ま
な
い
こ
と
。
も
し
起
訴
す
る
な
ら
、
同
第
28
条

を
も
っ
て
行
な
う
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
略
式
起
訴
と
は
い
え
、

起
訴
に
相
違
な
く
、
な
ら
ば
第
3
条
で
は
な
く
、
発
禁
処
分
と
罰

則
の
条
項
で
あ
る
第
19
条
、
第
28
条
を
正
面
に
据
え
て
、
正
式
裁

判
を
す
べ
き
で
あ
る
と
訴
え
た
の
で
あ
る
。

当
時
の
メ
デ
ィ
ア
は
、吉
田
の
提
訴
を
「
珍
し
い
出
版
法
違
反
」

の
見
出
し
で
、
4
段
抜
き
で
報
じ
た
。
裁
判
は
、
6
月
26
日
、

結
局
吉
田
の
敗
訴
と
な
る
が
、
そ
の
過
程
で
、
処
罰
に
は
政
治

的
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
白
に
し
た
だ
け
で
な
く
、
事
務
的

な
手
続
き
違
反
（
第
3
条
）
だ
と
固
執
す
る
検
察
か
ら
、
同
書

を
発
禁
処
分
「
解
除
」
す
る
と
の
言
質
を
引
き
出
す
こ
と
と
な
っ

た
。吉

田
は
、
こ
の
発
禁
で
「
一
千
数
百
円
の
損
失
」
を
蒙
っ
た
と

い
う
。
し
か
し
彼
は
、
先
の
同
書
の
発
禁
解
除
と
い
う
検
察
の
発

言
を
逃
さ
ず
、
同
年
10
月
、
改
訂
版
と
し
て
、
同
内
容
の
高
橋
貞

樹
『
特
殊
部
落
史
』
を
発
刊
し
た
。
白
色
の
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
、
定

価
2
円
30
銭
の
同
書
は
、
前
の
『
特
殊
部
落
一
千
年
史
』
の
刷
り

直
し
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
今
回
は
、
検
閲
で
、
多
く
の
伏
字
・

削
除
が
な
さ
れ
、
痛
ま
し
い
限
り
だ
が
、
改
訂
版
は
大
正
15
年
ま

で
6
版
9
千
部
を
発
行
し
て
い
る
。出
版
と
し
て
は
成
功
で
あ
る
。

吉
田
は
経
営
者
と
し
て
の
才
覚
を
発
揮
し
て
い
た
と
い
え
る
。

そ
れ
か
ら
発
禁
本
が
4
版
（
5
月
30
日
発
行
）
ま
で
あ
り
、
か
な

り
流
通
し
て
い
る
の
は
謎
だ
が
、
ど
う
も
彼
は
、
発
禁
・
押
収
さ

れ
る
前
に
4
版
ま
で
刷
っ
て
、
市
場
に
漏
ら
し
た
の
で
は
な
い
か

と
推
測
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
沖
浦
和
光
の
最
近
の
研
究
に
よ
れ

ば
、
吉
田
は
高
橋
に
稿
料
と
し
て
3
百
円
を
払
っ
て
い
る
。

水
平
運
動
史
研
究
の
な
か
で
吉
田
文
治
に
触
れ
る
も
の
は
皆
無

で
あ
る
。し
か
し
、高
橋
の
才
能
を
現
実
に
生
か
し
た
一
人
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
敢
え
て
裁
判
に
持
ち
込
み
、
検
察
の
不
当
さ
を
訴
え

る
と
と
も
に
、
高
橋
の
著
作
を
広
い
世
間
に
知
ら
し
め
る
結
果
を

も
た
ら
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。

吉
田
は
そ
の
後
も
出
版
と
労
働
運
動
の
指
導
者
と
し
て
活
躍
す

る
。
昭
和
15
年
以
降
は
、
出
版
業
か
ら
離
れ
、
金
属
会
社
を
立
ち

上
げ
、金
だ
ら
い
を
作
っ
て
い
た
と
い
う
。嵐
の
過
ぎ
る
の
を
待
っ

て
い
た
の
か
。

そ
し
て
、
敗
戦
後
、
日
本
社
会
党
に
入
党
、
そ
の
後
、
西
尾
末

広
ら
の
民
主
社
会
党
に
転
じ
、
そ
の
間
京
都
府
議
会
議
員
を
3
期

務
め
、
昭
和
60
年
、
86
歳
で
逝
去
し
た
。
社
会
運
動
・
労
働
運
動

を
支
え
た
そ
の
生
涯
の
詳
細
は
、
今
後
の
課
題
と
な
る
。
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〝
お
ふ
だ
〞
と
い
う
の
は
、
神
社
で
出
す
守
り
札
（
御お
ふ
だ札
）
の

こ
と
で
あ
る
。

私
は
京
都
市
内
に
住
ん
で
い
る
が
、
私
の
住
む
地
域
で
は
ま
だ

町
内
会
の
活
動
が
そ
れ
な
り
に
続
い
て
い
る
。
役
員
を
引
き
受
け

る
人
が
い
な
い
の
で
、
町
内
会
を
解
散
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
と
聞

く
が
、我
が
家
が
属
し
て
い
る
町
内
会
の
活
動
は
か
な
り
活
発
だ
。

回
覧
板
を
回
す
だ
け
で
な
く
、
地
蔵
盆
の
開
催
、
祭
り
の
子
ど
も

神み
こ
し輿
、
区
民
運
動
会
へ
の
参
加
、
児
童
公
園
の
掃
除
、
資
源
ゴ
ミ

の
回
収
な
ど
、
毎
月
の
よ
う
に
何
ら
か
の
行
事
や
活
動
が
あ
る
。

町
内
会
が
地
域
社
会
を
支
え
て
い
る
と
い
う
と
オ
ー
バ
ー
か
も
し

れ
な
い
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
・
活
動
を
通
じ
て
町
内
に
住
む
人

の
顔
は
、だ
い
た
い
わ
か
る
く
ら
い
の
付
き
合
い
に
な
っ
て
い
る
。

私
の
と
こ
ろ
の
町
内
会
は
一
二
の
組
に
分
か
れ
て
い
る
。
昔
の

隣
組
で
あ
る
。
今
年
度
、私
は
回
り
持
ち
の
組
長
を
務
め
て
い
る
。

私
の
組
に
は
八
世
帯
が
属
し
て
い
る
。
組
長
の
主
な
仕
事
は
、
町

内
会
長
か
ら
届
け
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
お
知
ら
せ
の
類
を
回
覧
板

に
入
れ
て
回
す
こ
と
、
各
世
帯
に
『
市
民
し
ん
ぶ
ん
』『
き
ょ
う

と
府
民
だ
よ
り
』
な
ど
を
配
布
す
る
こ
と
で
あ
る
。

先
日
、町
内
会
長
が
学
区
内
に
あ
る
神
社
の
〝
お
ふ
だ
〞
を
持
っ

て
き
た
。
例
年
、
我
が
家
の
郵
便
受
け
に
い
つ
の
間
に
か
お
ふ
だ

が
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
神
社
か
ら
自
治
連
合
会
へ
、
そ
し
て

町
内
会
か
ら
各
組
へ
と
い
う
ル
ー
ト
で
回
っ
て
き
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
玄
関
先
で
立
ち
話
を
し
た
会
長
は
、
町
内
会
で
お
ふ
だ
を

配
布
す
る
こ
と
に
は
疑
問
の
声
も
あ
る
が
、
毎
年
の
こ
と
な
の
で

組
長
に
届
け
て
い
る
、
ど
の
よ
う
に
す
る
か
は
組
長
で
判
断
し
て

ほ
し
い
と
、
少
し
す
ま
な
さ
そ
う
な
顔
で
語
っ
た
。

我
が
家
で
は
毎
年
、
郵
便
受
け
に
入
れ
ら
れ
る
お
ふ
だ
を
持
て

余
し
て
い
る
。
お
ふ
だ
を
神
棚
に
置
く
（「
ま
つ
る
」
と
い
う
の

が
正
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
）
家
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
柱
に
貼
り

研
究
第
三
部
客
員
研
究
員

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
教
授

　
　

水
野　

直
樹

と
町
内
会
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付
け
る
家
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
我
が
家
に
は
神
棚
も
適
当
な
柱
も

な
い
。
神
社
に
対
し
て
特
別
な
信
仰
心
も
な
い
の
で
、
お
ふ
だ
は

迷
惑
な
品
物
に
な
っ
て
い
る
。

町
内
会
長
か
ら
八
世
帯
分
の
お
ふ
だ
を
受
け
取
り
な
が
ら
、「
組

長
が
全
世
帯
に
お
ふ
だ
を
配
る
の
は
や
は
り
問
題
が
あ
る
と
思
う

の
で
、
希
望
す
る
世
帯
に
だ
け
渡
す
よ
う
に
し
た
い
。
そ
の
た
め

に
回
覧
板
で
希
望
を
聞
く
こ
と
に
す
る
」
と
答
え
た
。

神
社
の
お
ふ
だ
く
ら
い
の
こ
と
で
慣
例
を
破
る
の
は
ど
う
か
と
言

わ
れ
そ
う
だ
し
、お
ふ
だ
が
問
題
な
ら
、神
社
の
お
祭
り
に
子
ど
も
神

輿
が
参
加
す
る
こ
と
や
地
蔵
盆
で
お
坊
さ
ん
に
お
経
を
あ
げ
て
も
ら

う
こ
と
も
宗
教
活
動
に
当
た
る
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
祭
り
や
地
蔵
盆
は
習
俗
と
し
て
定
着
し
た
行
事
と
と

ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
嫌
だ
と
考
え
る
人
は
参
加
し
な
け
れ

ば
す
む
。
し
か
し
、
お
ふ
だ
は
個
人
の
信
仰
に
関
わ
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
い
ま
や
神
棚
の
な
い
家
の
方
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の

よ
う
な
状
況
で
、
町
内
会
の
役
員
や
組
長
が
お
ふ
だ
を
配
る
の
は

宗
教
活
動
に
当
た
る
も
の
で
あ
り
、
各
世
帯
の
意
思
を
問
わ
ず
に

お
ふ
だ
を
郵
便
受
け
に
入
れ
る
の
は
、
特
定
の
宗
教
を
強
制
す
る

こ
と
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
。
宗
教
団
体
が
布
教
・
宣
伝
の

た
め
に
チ
ラ
シ
を
郵
便
受
け
に
投
げ
入
れ
る
の
と
は
、
わ
け
が
違

う
。
キ
リ
ス
ト
教
・
イ
ス
ラ
ム
教
な
ど
神
道
以
外
の
宗
教
に
信
仰

心
を
抱
い
て
い
る
人
や
、
日
本
の
神
社
に
特
別
な
関
わ
り
を
持
た

な
い
外
国
籍
住
民
に
も
、
町
内
会
を
通
じ
て
神
社
の
お
ふ
だ
を
配

る
こ
と
は
、
信
教
の
自
由
を
侵
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
考
え
た
末
に
、
結
局
、
回
覧
板
の
中
に
世
帯
分
の

お
ふ
だ
を
入
れ
て
、
希
望
す
る
世
帯
に
そ
れ
を
と
っ
て
も
ら
う
こ

と
に
し
た
。
例
年
と
違
う
や
り
方
に
し
た
理
由
を
説
明
す
る
短
い

文
章
も
つ
け
た
。
こ
の
や
り
か
た
が
よ
か
っ
た
か
ど
う
か
、
答
え

は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
信
教
の
自
由
を
侵
す
お
そ
れ
は
避
け
ら

れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

町
内
会
が
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
通
じ
て
地
域
社
会
で
そ
れ
な
り
の

役
割
を
果
た
す
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
に
違
い
な
い
が
、
そ
れ
が
構

成
員
の
基
本
的
人
権
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
、
私
た
ち
は

考
え
て
み
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
、
日
本
の
文
化

や
風
習
と
は
異
な
る
文
化
的
背
景
を
持
つ
外
国
籍
住
民
が
身
近
に

暮
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

お
ふ
だ
と
い
う
小
さ
な
問
題
が
、
私
に
考
え
さ
せ
て
く
れ
た
こ

と
で
あ
る
。
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私
が
勤
務
す
る
神
戸
女
学
院
大
学
で
は
、
１
９
８
５
年
に
女
性

学
イ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
ト
と
い
う
女
性
学
研
究
所
が
設
置
さ
れ
て

い
ま
す
。
女
性
学
研
究
所
の
大
学
で
の
設
置
は
、
東
京
女
子
大
学

に
次
い
で
２
番
目
で
す
。
私
は
２
０
１
０
年
か
ら
女
性
学
イ
ン
ス

テ
ィ
チ
ュ
ー
ト
の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
を
勤
め
て
い
ま
す
。

女
性
学
イ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
ト
が
企
画
・
運
営
す
る
講
座
と
し

て
、
女
性
学
（
実
践
編
）、
女
性
学
（
理
論
編
）
と
い
う
二
つ
の

科
目
が
あ
り
ま
す
。
ど
ち
ら
の
講
座
も
４
人
の
講
師
の
オ
ム
ニ
バ

ス
形
式
で
行
っ
て
い
ま
す
。
受
講
生
は
、
女
性
学
（
実
践
編
）
が

定
員
60
名
、
女
性
学
（
理
論
編
）
が
定
員
80
名
で
す
が
、
ど
ち
ら

も
受
講
希
望
者
が
多
く
、
抽
選
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
で

す
。
学
生
た
ち
は
、
既
に
履
修
し
た
学
生
か
ら
「
興
味
深
い
授
業

だ
っ
た
」
と
の
評
判
を
き
い
て
、
履
修
を
希
望
し
て
く
れ
る
よ
う

で
す
。

私
は
女
性
学
（
実
践
編
）
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
女
性
学
（
実

践
編
）
で
は
、
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
統
一
テ
ー
マ
に
強
姦
、
セ

ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
痴
漢
行
為
、
Ｄ
Ｖ
、
デ
ー
ト
Ｄ

Ｖ
、
ス
ト
ー
カ
ー
、
女
性
の
人
身
取
引
に
つ
い
て
、
ロ
ー
ル
プ
レ

イ
、
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
交
え
て
学
生
の
理
解
を
深

め
る
授
業
、
強
姦
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る

判
例
を
用
い
た
授
業
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
ス
ト
ー

カ
ー
、
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
法
律
の
解
説
を
行
う
授
業
、
実
技
を
踏
ま

え
た
女
性
安
全
自
覚
術
の
授
業
な
ど
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
西
宮
警
察
の
警
察
官
に
来
て
い
た
だ
い
て
、
Ｄ
Ｖ
、
ス
ト
ー

カ
ー
被
害
に
対
す
る
警
察
の
対
応
に
つ
い
て
、
お
話
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。
女
性
学
（
理
論
編
）
で
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
は
何
か
、

女
性
の
身
体
と
心
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
ィ
テ
ィ
ー
と
し
て
の
レ
ズ
ビ

ア
ン
、
女
性
に
対
す
る
暴
力
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
講
師
が
講

義
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

神
戸
女
学
院
大
学
で
は
、
２
０
１
４
年
度
か
ら
副
専
攻
制
度
が

研
究
セ
ン
タ
ー
嘱
託
研
究
員

神
戸
女
学
院
大
学
准
教
授

　
　

米
田　

眞
澄
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開
始
さ
れ
る
予
定
で
す
。
こ
の
副
専
攻
の
一
つ
に
女
性
学
を
置
く

こ
と
が
現
在
、
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
女
性
学
の
副
専

攻
科
目
と
し
て
適
切
な
科
目
を
各
学
部
（
音
楽
学
部
、
文
学
部
、

人
間
科
学
部
）
に
お
願
い
し
て
、
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
を
し
て
も
ら
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
ま
た
、女
性
学
イ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
ト
は
、

女
性
学
を
副
専
攻
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
新
た
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・

ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
と
い
う
科
目
を
前
期
と
後
期
に
設
け
る
べ
き
で
あ

る
と
い
う
提
案
を
教
務
委
員
会
に
し
て
い
ま
す
。こ
の
科
目
で
は
、

一
人
の
講
師
が
15
回
連
続
し
て
授
業
を
構
成
す
る
こ
と
を
考
え
て

い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
学
、
女
性
学
に
つ
い
て

の
よ
り
体
系
的
学
び
を
学
生
た
ち
に
提
供
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
ま
す
。

女
性
学
の
副
専
攻
科
目
と
し
て
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
た
科
目
の

中
に
は
私
が
担
当
す
る
法
学
関
係
の
科
目
も
多
く
含
ま
れ
て
い

ま
す
。
た
と
え
ば
、「
現
代
社
会
と
法
」
と
い
う
２
回
生
配
当

科
目
も
そ
の
一
つ
で
す
。「
現
代
社
会
と
法
」
で
は
、
男
女
雇

用
機
会
均
等
法
、
Ｄ
Ｖ
防
止
法
、
女
性
差
別
撤
廃
条
約
に
つ
い

て
も
、
判
例
を
交
え
な
が
ら
講
義
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
女

性
と
司
法
」
と
い
う
集
中
講
義
を
大
阪
弁
護
士
会
の
島
尾
恵
理

弁
護
士
と
一
緒
に
し
て
い
ま
す
。「
女
性
と
司
法
」
で
は
、
神

戸
地
方
裁
判
所
で
の
刑
事
裁
判
の
傍
聴
、
神
戸
家
庭
裁
判
所
で

の
調
査
官
に
よ
る
講
義
と
庁
舎
内
見
学
も
し
て
い
ま
す
。
島
尾

弁
護
士
は
、
神
戸
女
学
院
の
中
高
等
部
の
ご
出
身
で
す
。
島
尾

弁
護
士
は
、
ご
自
身
が
担
当
し
た
事
件
の
中
か
ら
強
姦
・
強
制

わ
い
せ
つ
の
被
害
に
あ
っ
た
女
性
の
加
害
者
に
対
す
る
損
害
賠

償
請
求
事
件
に
つ
い
て
、
学
生
と
と
も
に
考
え
る
授
業
を
展
開

し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。「
女
性
と
司
法
」
は
、
裁
判
所
見

学
の
都
合
か
ら
定
員
を
40
名
に
し
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
ち
ら

も
学
生
の
間
で
人
気
が
高
く
、
毎
年
抽
選
を
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

神
戸
女
学
院
大
学
は
１
８
７
５
年
の
創
立
で
す
。
10
月
12
日
が

創
立
記
念
日
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
今
年
で
創
立
１
３
７
年
を
迎

え
た
歴
史
の
あ
る
女
子
大
で
す
。
創
設
以
来
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義

教
育
、
国
際
理
解
、
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
を
柱
と
し
て
、
自
主
、
独

立
し
た
女
性
（
自
律
し
た
女
性
）
の
育
成
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

女
性
学
イ
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
ー
ト
は
、
そ
の
建
学
の
精
神
に
ぴ
っ
た

り
の
教
育
を
学
生
た
ち
に
提
供
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
て
い
る
と

自
負
し
て
い
ま
す
。
女
性
学
が
副
専
攻
と
な
れ
ば
、
神
戸
女
学
院

大
学
で
の
女
性
学
の
益
々
の
発
展
が
期
待
で
き
る
と
今
か
ら
楽
し

み
に
し
て
い
ま
す
。
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多
く
の
自
治
体
で
は
、
五
年
或
い
は
一
〇
年
ご
と
に
市
民
を

対
象
と
し
た
「
人
権
意
識
調
査
」
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
、
各
自
治
体
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
公
表

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
特
に
、
本
セ
ン

タ
ー
の
研
究
員
の
方
々
を
は
じ
め
多
く
の
研
究
者
が
、
調
査
項

目
の
設
計
か
ら
、
集
計
、
分
析
に
関
わ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
の
で
、

そ
の
結
果
か
ら
市
民
の
人
権
意
識
の
現
状
と
課
題
を
深
く
理
解

で
き
る
の
で
す
が
、
数
多
く
の
報
告
書
を
精
読
す
る
こ
と
は
な

か
な
か
困
難
で
す
。

そ
の
た
め
、
研
究
成
果
を
互
い
に
学
び
合
う
こ
と
を
目
的
に
、

本
年
九
月
、
当
セ
ン
タ
ー
主
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
同
和
問
題
に
か

か
わ
る
市
民
意
識
調
査
の
い
ま
」
が
開
催
さ
れ
、
各
自
治
体
の
調

査
分
析
を
担
当
さ
れ
た
三
人
の
研
究
者
の
方
々
に
よ
る
報
告
と

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
詳
細
は
、
本
誌
前
号

（
七
一
号
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、「
こ
の
一
〇
年
間
で
、
部

落
を
避
け
る
意
識
が
増
加
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」「
若
い
世

代
で
も
学
習
機
会
が
減
少
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」「
学
校
教

育
で
差
別
の
現
状
に
つ
い
て
は
教
え
て
も
、
解
決
へ
の
道
筋
を
示

し
き
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
等
々
、
教
育
・
啓
発
を
進
め

て
い
く
上
で
、
た
い
へ
ん
意
義
深
い
提
案
を
お
聞
き
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
、こ
う
し
た
市
民
意
識
調
査
は
、一
九
六
九
年
の
「
同

和
対
策
特
別
措
置
法
」
の
制
定
以
来
、
行
政
施
策
の
検
証
と
改
善

の
た
め
に
、
総
理
府
を
筆
頭
に
各
自
治
体
で
実
施
さ
れ
て
き
た
経

過
を
持
っ
て
い
ま
す
。
同
和
対
策
に
関
わ
る
特
別
措
置
法
が
失
効

し
た
後
も
、
二
〇
〇
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
「
人
権
教
育
・
啓
発
推

進
法
」
に
よ
り
、
各
自
治
体
に
「
人
権
教
育
啓
発
推
進
の
た
め
の

基
本
計
画
の
策
定
」
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
調
査
項
目
の
変

更
は
な
さ
れ
つ
つ
も
継
続
し
て
実
施
さ
れ
て
き
た
も
の
で
す
。

各
自
治
体
の
報
告
書
の
ほ
と
ん
ど
に
は
、
巻
頭
に
「
今
後
の

人
権
施
策
推
進
の
基
礎
資
料
を
得
る
た
め
」
と
目
的
が
書
か
れ
、

さ
ら
に
は
、「
こ
の
報
告
書
が
市
民
を
は
じ
め
多
く
の
皆
様
に
活

用
さ
れ
る
こ
と
を
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
確

か
に
、報
告
書
の
公
開
は
大
切
な
こ
と
で
す
が
、ま
ず
は
何
よ
り
、

研
究
セ
ン
タ
ー
嘱
託
研
究
員

鳥
取
環
境
大
学
教
授

　
　

外
川　

正
明
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市
民
の
税
金
を
投
入
し
時
間
と
労
苦
を
か
け
て
実
施
さ
れ
た
調

査
結
果
な
の
で
す
か
ら
、
実
施
主
体
で
あ
る
各
自
治
体
が
、
分

析
者
の
意
見
を
組
み
入
れ
、
具
体
的
な
課
題
解
決
に
活
か
す
こ

と
が
重
要
で
す
。
そ
の
意
味
か
ら
、
い
く
つ
か
の
自
治
体
の
報

告
書
を
読
ん
で
、
私
が
感
じ
た
三
つ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

第
一
に
、
郵
送
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
質
問
紙
調
査
で
は
、
調
査

用
紙
そ
の
も
の
が
啓
発
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。例
え
ば
、「
企
業
等
が
身
元
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
に
つ
い
て
」

の
意
見
を
求
め
る
設
問
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
設
問
は
、
身
元
調
査

は
法
的
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
行
為
で
あ
る
こ
と
を
、
前
提
に
し
な

け
れ
ば
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
を
抜
き
に
回
答
者
に
、
企

業
の
身
元
調
査
の
是
非
を
問
い
、
結
果
を
そ
の
ま
ま
公
開
す
る
こ

と
は
、
誤
っ
た
認
識
を
か
え
っ
て
拡
大
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

第
二
に
、
報
告
書
の
公
表
も
ま
た
啓
発
に
大
き
な
意
味
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
デ
ー
タ
の
読
み
取
り
に
は
、「
差
別
は
許
さ
れ
な
い
」

と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
ま
す
。例
え
ば
、

多
く
の
調
査
で
、「
同
和
地
区
の
人
と
の
結
婚
に
つ
い
て
」
と
い

う
設
問
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
回
答
に
「
子
ど
も
の
意
志
が
つ
よ
け

れ
ば
認
め
る
」
と
い
っ
た
選
択
肢
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

回
答
を
、「
肯
定
的
」
と
見
る
の
か
「
否
定
的
」
と
見
る
の
か
、

自
治
体
に
よ
っ
て
ず
れ
が
見
ら
れ
ま
す
。
結
婚
は
当
人
た
ち
の
意

志
の
み
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
原
則
に
立
て
ば
、
と
う
て
い

肯
定
的
意
見
と
は
読
み
と
れ
ず
、
大
き
な
誤
解
を
招
き
ま
す
。

そ
し
て
第
三
に
、
調
査
結
果
を
具
体
的
な
行
政
施
策
に
ど
の
よ

う
に
活
か
し
て
い
く
の
か
を
、
市
民
に
明
ら
か
に
す
る
責
務
が
あ

る
こ
と
で
す
。「
五
年
前
と
比
較
し
て
何
％
増
え
た
」
と
い
っ
た

こ
と
で
は
な
く
、
過
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も
明
ら
か
に
な
っ
た

よ
う
に
、「
研
修
会
参
加
者
が
減
少
し
て
い
る
」
な
ら
、
ど
う
い
っ

た
人
た
ち
に
、
ど
の
よ
う
な
場
で
、
ど
の
よ
う
な
研
修
機
会
を
設

け
、ど
の
よ
う
な
内
容
を
行
う
の
か
提
示
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

あ
る
自
治
体
の
調
査
で
は
、「
こ
こ
五
年
間
で
同
和
地
区
の
人
々

に
対
す
る
差
別
的
な
発
言
や
言
動
を
直
接
見
聞
き
し
た
こ
と
は
あ

り
ま
す
か
」
と
い
う
設
問
に
、「
あ
る
」
と
い
う
回
答
は
約

二
〇
％
で
し
た
。
こ
の
結
果
に
、
あ
る
方
が
こ
ん
な
こ
と
を
私
に

語
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
。「
こ
の
町
の
人
口
は
六
〇
万
人
、
そ
の

二
〇
％
だ
か
ら
、
一
二
万
人
が
こ
の
五
年
間
に
部
落
差
別
発
言
に

出
会
っ
て
い
る
。
単
純
に
、
一
年
に
換
算
す
れ
ば
二
万
四
千
人
、

一
日
に
す
れ
ば
六
六
人
も
の
人
た
ち
が
、
毎
日
ど
こ
か
で
部
落
差

別
に
出
会
っ
て
い
る
現
実
、
何
と
も
お
そ
ろ
し
い
こ
と
だ
と
思
い

ま
せ
ん
か
。」

「
調
査
な
く
し
て
発
言
な
し
」
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
人
権
意
識

調
査
が
、
差
別
解
消
の
具
体
的
取
組
に
活
か
さ
れ
て
こ
そ
、
回
答

者
の
協
力
も
、
担
当
者
の
尽
力
も
報
わ
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
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二
〇
一
二
年
一
〇
月
二
八
日
、京
都
市
南
区
の
京
都
テ
ル
サ（
京

都
勤
労
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
）
に
お
い
て
、
約
三
五
〇
〇
名
の

市
民
の
方
々
の
参
加
の
も
と
、「
京
都

ヒ
ュ
ー
マ
ン
フ
ェ
ス
タ
２
０
１
２
」
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。「
京
都
ヒ
ュ
ー
マ
ン
フ
ェ

ス
タ
」
は
毎
年
、
京
都
府
と
京
都
人
権
啓

発
推
進
会
議
お
よ
び
京
都
人
権
啓
発
活
動

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
の
主
催
で
開
催
さ

れ
て
お
り
、
府
内
で
活
動
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
の
活
動
発
表
や
、
様
々
な
人
権
問
題
に

取
り
組
む
諸
団
体
や
大
学
等
の
企
画
展

示
、
ゲ
ス
ト
に
よ
る
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
等
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

当
研
究
セ
ン
タ
ー
も
毎
年
こ
れ
に
参
加
し
て
お
り
、
フ
ェ
ス
タ

の
一
環
と
し
て
企
画
展
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
を
同
時
開
催
し
て

き
ま
し
た
が
、
二
〇
一
二
年
は
部
落
差
別
の
撤
廃
と
被
差
別
部
落

の
人
々
の
尊
厳
の
回
復
を
求
め
て
「
人
の
世
に
熱
あ
れ
、
人
間
に

光
あ
れ
」
と
訴
え
た
全
国
水
平
社
が
創
立
さ
れ
て
か
ら
ち
ょ
う
ど

九
〇
周
年
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
同
和
問
題
の
研
究
に
取
り
組
む

研
究
第
2
部
を
中
心
に
「
全
国
水
平
社
の
人
々
―
創
立
90
周
年
に

よ
せ
て
―
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
、
写
真
パ
ネ
ル
の
展
示
と
ギ
ャ
ラ

リ
ー
ト
ー
ク
を
実
施
し
ま
し
た
。

当
日
は
全
国
水
平
社
の
創
立
に
た
ず
さ
わ
っ
た
阪
本
清
一
郎
・

西
光
万
吉
・
駒
井
喜
作
・
平
野
小
剣
・
南
梅
吉
・
米
田
富
・
泉
野

利
喜
蔵
・
桜
田
規
矩
三
の
八
名
に
つ
い
て
、
パ
ネ
ル
に
よ
っ
て
そ

れ
ぞ
れ
の
事
跡
を
紹
介
し
、
ま
た
創
立
大
会
の
宣
伝
チ
ラ
シ
や
、

創
立
大
会
で
配
布
さ
れ
た
水
平
社
の
綱
領
・
宣
言
・
則
・
決
議
を

記
し
た
ビ
ラ
の
複
製
な
ど
を
展
示
し
ま
し
た
。
パ
ネ
ル
や
展
示
品

は
い
ず
れ
も
奈
良
県
御
所
市
の
水
平
社
博
物
館
よ
り
ご
提
供
い
た

だ
い
た
も
の
で
す
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

午
前
、
午
後
の
二
回
、
約
三
〇
分
ず
つ
行
わ
れ
た
ギ
ャ
ラ
リ
ー

ト
ー
ク
で
は
、
研
究
第
2
部
専
任
研
究
員
の
本
郷
が
写
真
パ
ネ
ル

研
究
第
２
部
専
任
研
究
員

　
　

本
郷　

浩
二

「
京
都
ヒ
ュ
ー
マ
ン
フ
ェ
ス
タ
２
０
１
２
」
参
加
企
画

「
全
国
水
平
社
の
人
々

―
創
立
90
周
年
に
よ
せ
て
―
」
開
催
報
告
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や
展
示
品
に
つ
い
て
の
説
明
を
交
え
な
が
ら
、
水
平
社
創
立
の
背

景
や
そ
の
意
義
な
ど
に
つ
い
て
解
説
し
ま
し
た
。

全
国
水
平
社
は
、
名
前
こ
そ
多
く
の
人
に
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
歴
史
や
実
践
、
こ
れ
に
た
ず
さ
わ
っ
た
人
々
に
つ
い
て
は
、
十

分
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
実
情
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

全
国
水
平
社
が
創
立
さ
れ
た
当
時
、
長
年
に
わ
た
る
差
別
と
排

除
の
結
果
、
多
く
の
部
落
が
圧
倒
的
な
貧
困
と
劣
悪
な
生
活
状
態

に
陥
っ
て
お
り
、
か
つ
周
囲
か
ら
は
厳
し
く
差
別
的
な
眼
差
し
が

向
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
部
落
の
人
々
も

ま
た
、
自
ら
を
劣
っ
た
、
遅
れ
た
存
在
と
考
え
て
卑
下
し
、
差
別

に
対
す
る
諦
め
か
ら
、
そ
の
出
自
を
隠
し
な
が
ら
生
き
る
こ
と
を

強
い
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。

こ
う
し
た
状
況
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
が
水
平
社
で

し
た
。
一
九
二
二
年
三
月
三
日
の
創
立
大
会
で
発
表
さ
れ
た
創
立

大
会
宣
言
で
は
、
普
遍
的
な
人
間
性
の
尊
重
を
訴
え
る
一
方
、
宣

言
の
冒
頭
で「
全
国
に
散
在
す
る
吾
が
特
殊
部
落
民
よ
団
結
せ
よ
」

と
、
出
自
を
表
明
し
団
結
し
て
差
別
と
闘
う
こ
と
を
呼
び
か
け
、

さ
ら
に「
吾
々
が
エ
タ
4

4

で
あ
る
こ
と
を
誇
り
得
る
時
が
来
た
の
だ
」

と
、
部
落
出
身
者
と
し
て
の
立
場
が
肯
定
的
に
強
調
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
こ
で
は
自
ら
を
卑
下
し
、
出
自
を
隠
し
て
差
別
か
ら
逃
避

す
る
の
で
は
な
く
、
部
落
出
身
で
あ
る
こ
と
を
積
極
的
に
自
覚
す

る
こ
と
で
、
自
分
自
身
を
部
落
差
別
と
向
き
合
う
主
体
へ
と
高
め

る
こ
と
が
提
起
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
水
平
社
の
創
立
に
よ
っ
て
部
落
問
題
は
、差
別
を
許
容
し
、

こ
れ
を
維
持
し
て
き
た
社
会
の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
直
さ
れ
、

部
落
差
別
を
鋭
く
告
発
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ

う
し
た
、
部
落
問
題
を
め
ぐ
る
認
識
や
価
値
観
の
転
換
こ
そ
が
、

水
平
社
が
部
落
問
題
の
歴
史
の
上
に

も
た
ら
し
た
最
も
大
き
な
イ
ン
パ
ク

ト
で
し
た
。

展
示
は
六
〇
名
を
超
え
る
方
々
に

ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
で
は
約

三
〇
名
の
方
々
が
足
を
止
め
、
耳
を

傾
け
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
な
か
に
は
、

部
落
問
題
の
歴
史
や
現
状
に
つ
い
て

熱
心
な
質
問
を
返
さ
れ
る
方
も
お
ら

れ
、
小
規
模
な
が
ら
、
水
平
社
創
立

九
〇
周
年
を
記
念
す
る
に
ふ
さ
わ
し

い
イ
ベ
ン
ト
と
な
り
ま
し
た
。
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安藤仁介先生の受賞をお祝いする
　平成 24年度京都新聞大賞（文化学術賞）が当センター所長の安藤仁介先生（京都大学名
誉教授）に贈られた。センターの研究員・職員を代表して心よりお祝い申し上げたい。
受賞理由に、「安藤仁介氏は、国際法研究の第 1人者で、国連規約人権委員会委員長や世界
人権問題研究センター所長などを務め、世界や地域社会の平和・人権問題の解決に尽くし
てきた」とあるが、安藤先生は文字通り日本を代表する国際法学者である。先生は、1987

年から 20年間規約人権委員会の委員を務められ、1993年から 1994年には委員長の重責を
担われた。
　そのほか、1994年からは国際通貨基金（IMF）行政裁判所の裁判官を、また 2001年には
常設仲裁裁判所の裁判官にも就任されている。日本が関係した戦後初の国際裁判である「み
なみまぐろ事件」では日本政府代表団顧問・保佐人を務められ、2000年からは国連海洋法
条約仲裁裁判所の仲裁人に就任されている。
　こういう多方面でのご活躍とこれまでのご研究が評価され、国際法学者の誰もが憧れる
万国国際法学会の準会員に 1999年に選出され、2005年には同学会の正会員になられた。
一八七三年に設立された同学会は、まさしく世界の著名な国際法学者のみから構成される学
会である。米国フレッチャー・スクールから博士号を授与された先生の博士論文は、オック
スフォード大学出版局より Surrender, Occupation, and Private Property in International Lawとして
出版されているが、その業績が世界的に評価されている先生ならばこその選出であった。
受賞のお言葉にあった、「領土問題をふくめ、人類的視野で発言し行動するのが日本の役割」
という先生のお考えは、世界的な文化都市である京都に生まれた世界人権問題研究センター
がめざす研究活動に他ならない。所長としてますますセンターをご指導いただきたいとの
思いを新たにする受賞である。

坂元　茂樹（研究センター第一部部長・神戸大学教授）

（2012 年 11 月 29 日京都新聞夕刊掲載写真）
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Ｊ
Ｒ
鹿
児
島
本
線
で
博
多
駅
か
ら
約
15
分
、
春
日
駅
で
降
り
る

と
目
の
前
に
ひ
と
き
わ
目
を
引
く
高
層
建
築
が
あ
る
。
西
鉄
春
日

原
駅
に
も
ほ
ど
近
く
、交
通
至
便
な
こ
の
地
に
建
つ「
ク
ロ
ー
バ
ー

プ
ラ
ザ
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
こ
の
建
物
に
は
「
福
岡
県
総
合
福
祉

セ
ン
タ
ー
」、「
福
岡
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
」
と
と
も
に
「
福

岡
県
人
権
啓
発
情
報
セ
ン
タ
ー
」
が
あ
る
。
愛
称
は
「
ヒ
ュ
ー
マ

ン
・
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
」、
文
字
通
り
の
「
人
権
の
館
」
で
あ
る
。

こ
の
財
団
法
人
は
一
九
九
六
年
に
福
岡
県
が
二
億
円
を
全
額
出

資
し
て
開
設
さ
れ
た
。
現
在
で
は
公
益
財
団
法
人
に
移
行
し
て
い

る
。
財
団
の
目
的
は
定
款
に
よ
れ
ば
「
同
和
問
題
を
は
じ
め
と
す

る
人
権
問
題
に
関
す
る
情
報
、
資
料
の
収
集
及
び
提
供
・
展
示
を

行
い
、
並
び
に
啓
発
活
動
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
県
民
の
人

権
意
識
を
高
め
、
差
別
の
な
い
社
会
の
確
立
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。」
と
あ
る
。

福
岡
県
の
地
は
大
陸
や
朝
鮮
半
島
に
近
い
地
理
的
条
件
の
た

め
、
古
代
か
ら
先
進
的
な
文
化
が
発
達
し
て
き
た
。
近
代
で
は
北

部
九
州
一
帯
は
八
幡
製
鉄
所
を
は
じ
め
、
重
化
学
工
業
の
集
積
地

と
な
り
、
ま
た
筑
豊
や
三
池
炭
田
の
産
炭
地
で
も
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
多
く
の
労
働
者
を
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
し
て
人
権
問
題
で
言
え
ば
、
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
に
お

き
た
「
筑
前
竹
槍
一
揆
」
は
本
来
、
横
暴
な
米
商
人
に
対
す
る
農

人権の〝館〟

ヒューマン・アルカディア
（福岡県人権啓発情報センター）

筑前竹槍一揆をとりあげた資料
（ヒューマン・アルカディア展示室）
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民
の
実
力
闘
争
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
過
程
で
一
揆
の
闘
争
が
被
差

別
民
へ
の
襲
撃
に
発
展
す
る
と
い
う
悲
劇
を
う
ん
だ
こ
と
で
も
知

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
筑
前
叫
革
団
を
組
織
し
、
や
が
て
全
九
州

水
平
社
委
員
長
、
全
国
水
平
社
中
央
委
員
会
議
長
に
選
ば
れ
た
松

本
治
一
郎
（
一
八
八
七
〜
一
九
六
六
）
を
生
ん
だ
地
で
も
あ
る
。

産
炭
地
で
は
日
本
人
労
働
者
だ
け
で
な
く
、
朝
鮮
か
ら
渡
航
し

て
き
た
人
々
、
の
ち
に
は
強
制
労
働
を
強
い
ら
れ
た
人
々
が
過
酷

な
労
働
と
貧
窮
に
あ
え
い
だ
時
期
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
県
や

そ
の
他
の
自
治
体
は
速
く
か
ら
人
権
問
題
に
取
り
組
み
、
ま
た
運

動
の
側
の
動
き
も
活
発
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
「
ヒ
ュ
ー
マ

ン
・
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
」
の
よ
う
な
、
全
県
的
な
規
模
の
人
権
啓
発

機
関
、
情
報
発
信
機
関
の
開
設
は
地
域
の
人
々
の
要
望
で
も
あ
っ

た
。
現
在
、「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
」
が
取
り
組
ん
で
い
る
事
業
と
し

て
は
、「
同
和
問
題
啓
発
強
調
月
間
」
と
「
人
権
週
間
」
に
合
わ

せ
て
講
演
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
コ
ン
サ
ー
ト
や
映
画
会
等
の
開
催

に
取
り
組
み
、
そ
の
企
画
に
は
県
内
外
の
有
識
者
が
加
わ
っ
て
い

る
。
ま
た
県
内
の
自
治
体
の
人
権
相
談
従
事
者
を
主
た
る
対
象
と

し
た
研
修
を
行
い
、
個
別
課
題
の
研
修
だ
け
で
な
く
、
地
域
の
特

性
に
対
応
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
。

県
内
の
教
員
研
究
や
子
ど
も
を
対
象
と
し
た
啓
発
事
業
も
さ
か
ん

で
あ
る
。
県
の
人
権
啓
発
ラ
ジ
オ
番
組
も
こ
の「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
」

の
担
当
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
展
示
事
業
が
大
々
的
に
取

り
組
ま
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ
・
ビ
ル
の
七
階
全
体
を
「
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
」

が
占
め
て
い
る
が
、
そ
の
約
２
分
の
１
が
常
設
展
示
と
特
別
展
示

お
よ
び
そ
の
付
属
施
設
と
し
て
運
用
さ
れ
て
お
り
、
発
足
以
来
、

改
良
を
重
ね
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
秋
に
訪
問
し

た
と
き
は
筑
豊
炭
田
の
労
働
者
に
寄
り
添
っ
て
生
き
た
「
山
本
作

兵
衛
さ
ん
の
描
い
た
人
々
」
が
特
別
展
示
さ
れ
、
炭
鉱
で
「
ひ
し

め
き
あ
っ
て
、
助
け
あ
っ

人権の〝館〟
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て
の
役
割
を
果
し
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
こ
の
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
は
県
民
一
般
の
人
々
に
目
に

見
え
る
か
た
ち
で
人
権
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
を
提
供
す
る

施
設
で
あ
り
、
ま
た
施
設
利
用
や
見
学
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る

分
野
の
人
権
問
題
の
研
修
に
つ
い
て
の
相
談
事
業
の
取
組
が
お
こ

な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
開
か
れ
た
機
関
の
存
在
は
今
後
も

貴
重
な
役
割
を
果
し
て
い
く
に
ち
が
い
な
い
。

　
〔
所
在
地
〕福
岡
県
春
日
市
原
町
三
丁
目
一－

七（
ク
ロ
ー
バ
ー
プ
ラ
ザ
七
階
）

　

Ｔ
Ｅ
Ｌ
０
９
２－

５
８
４－

１
２
７
１

　

Ｆ
ａ
ｘ
０
９
２－

５
８
４－

１
２
７
３

　
〔
開
館
時
間
・
曜
日
・
入
館
料
金
〕

　

午
前
九
時
〜
午
後
九
時
（
日
曜
及
び
祝
日
は
午
後
五
時
ま
で
）

　

  

休
館
日
は
毎
週
月
曜
日
（
第
四
月
曜
日
は
除
く
。
月
曜
日
が
休
日
の
場

合
は
翌
日
が
休
館
日
）
年
末
・
年
始
（
一
二
月
二
八
日
〜
一
月
四
日
）、

臨
時
休
館
日
あ
り
。

　
〔
展
示
室
入
館
料
〕　

大
人
二
〇
〇
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
学
・
高
校
生
一
〇
〇
円
（
団
体
割
引
あ
り
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

中
学
生
以
下
、
六
五
歳
以
上
、
障
害
者
手
帳
等
を

も
つ
人
は
無
料
。（

研
究
第
三
部
長　

仲
尾　

宏
）

て
暮
ら
し
て
い
た
」
人
々
の
姿
が
生
き
生
き
と
蘇
っ
て
い
た
。

常
設
展
示
場
で
は
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
被
差
別
民
の
く

ら
し
、
職
業
、
一
般
地
区
と
の
か
か
わ
り
、
日
本
の
近
代
化
の
な

か
の
被
差
別
民
な
ど
、
ま
た
産
炭
地
で
の
労
働
、
生
活
な
ど
が
わ

か
り
や
す
く
展
示
さ
れ
て
い
る
。
特
に
仕
事
の
用
具
や
、
生
活
道

具
も
収
集
さ
れ
、
往
時
の
き
び
し
い
労
働
や
暮
し
ぶ
り
が
実
感
で

き
る
。

情
報
収
集
提
供
事
業
と
し
て
は
、
約
六
千
冊
の
蔵
書
と
約

四
五
〇
点
の
視
聴
覚
資
料
が
啓
発
資
料
室
で
常
時
公
開
さ
れ
、
貸

出
に
も
応
じ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
広
報
事
業
や
調
査
研
究
事
業
も

手
掛
け
て
い
る
。
ま
さ
に
福
岡
県
の
総
合
的
人
権
セ
ン
タ
ー
と
し

人権の〝館〟
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～ 国 際 女 性 デ ー 記 念 ～
人権問題シンポジウム

国際化時代の家族のあり方
　本シンポジウムは、国際化時代の家族のあり方というテーマのもと、家族におけ
る男女の役割分担、日本における外国人女性の看護・介護領域での労働実態、また
日本人との結婚で生じる外国人女性の諸問題等について意見を交わします。そして、
すべての人々が国籍や性別を問わず、安心して暮らせる社会とはどのようなものか、
参加者の方々と共に考えたいと思います。皆さまのご参加をお待ちしております。



■ 日　　　　　　時：2013年 3月 8日（金）、午後 1時 30分～ 4時 30分
■ 会　　　　　　場：  ウィングス京都 イベントホール（京都市中京区東洞院通六

角下る東側）
■ 挨　　　　　　拶：安藤　仁介（センター所長・京都大学名誉教授）
■ コーディネーター：  谷口　真由美（センター研究第4部部長・大阪国際大学准教授）
■ パネリスト
 斧出　節子（センター研究員・京都華頂大学教授）
 「家族責任と性別分業」
 安里　和晃（センター研究員・京都大学特定准教授）
 「国際的な人の移動と家族」
 マーサ・メンセンディーク（センター研究員・同志社大学准教授）
 「多文化家族と社会福祉実践」
 福嶋　由里子（センター専任研究員）
 「国際結婚家族と外国人女性に対する暴力」
■ 参　　加　　費：無料
■ 定　　　　　　員：240名（当日受付、先着順）
   ＊手話通訳が必要な方は、2013年 2月 22日までに、

ご連絡ください。
■ 主　　　　　　催：公益財団法人世界人権問題研究センター
■ お 問 い 合 わ せ：公益財団法人世界人権問題研究センター
 TEL 075 － 231－ 2600　FAX　075－ 231－ 2750



※　国際女性デーとは
  女性に対するあらゆる差別の撤廃に向けた取組みの促進を目指し、国連が国際女性年である
1975年に定めたもの。
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　人権に関する様々な問題を総合的に調査・研究している当センターの研究員が、京都府

立及び京都市立の高等学校に出向き、生徒さんを対象に人権問題に関する講座を行います。

◆講座の対象者について
　○対象は、府立学校及び市立学校（高校及び特別支援学校の高等部）の生徒さん達です。
　○  『学校で人権学習を計画している』『総合的な学習の時間に人権の話を聞きたい』
といった場合に、お申し込みください。

◆受講者数について
　○特に制限はありません。ご希望をお聞きし、調整させていただきます。
　○生徒さん達と一緒に教職員や保護者の方が受講いただいても結構です。

◆実施日について
　○原則として、通常の授業時間帯とします。
　○時間は、１校時（50分程度）を基本としてください。
◆テーマについて
　○当センターでリストアップした下記のテーマの中からお選びください。
◆経費について
　○講師に対する謝金（謝礼）は不要ですが、会場までの旅費はご負担ください。
　○また、研修等に必要な会場や付属設備は依頼者の方でご用意ください。

◆テーマリスト
　○国際的な人権について
　　「世界人権宣言とは」「ハンセン病者と人権」「国際人権法と私たち」「難民と日本」他
　○同和問題について
　　「部落問題の歴史」「全国水平社の願い」「部落史・人権ゆかりの地をたずねて」他
　○定住外国人の人権について
　　「戦前日本の朝鮮統治とは」「在日外国人とともに生きる」「京都にある朝鮮ゆかりの地」他
　○女性の人権について
　　「女性に対する暴力とその法的救済について」「家族生活と女性について」「ジェンダーとは」他
　○人権教育について
　　「豊かな人権文化を創る」「子どもの権利と社会」「『障害』って何だろう」他

《お問い合わせ・お申し込み先》
（公財）世界人権問題研究センターへ、実施希望日の３ヶ月前までにお申し込みください。
TEL：075-231-2600　　　FAX：075-231-2750　　ＵＲＬ：http://www.mmjp.or.jp/jinken/

世界人権問題研究センター

「人権学習出前講座」のご案内
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京都の魅力再発見
　京都のまちには数多くの名所・旧跡があります。そこでは寺社や町衆の文化とともに、
差別を受けながらも京都の歴史・文化の創造と発展に寄与した人びとの生活史が息づいて
きました。
　本講座では、そうした京都の〈人権ゆかりの地〉をとりあげ、そこでおりなされてきた
人間模様を通じて、京都における人権の歴史を多面的に学んでいきたいと思います。

回 月日 講師 テーマ・内容

８ １月26日
（土）

上田　正昭
研究センター理事長
京都大学名誉教授

石田梅岩とこころの学問
― 京都が生んだ心学の先人 ―
　人心が荒廃して、こころの教育が強調さ
れている。享保 14年（1729）車屋町御池
上るで開講した石田梅岩は、こころの本性
を知り、こころを発明する必要性を説いた。
そして商人に自信と誇りを与え、経世済民
のあるべき姿を力説した。

※第 7回まで終了。

　回　数　全８回
　曜　日　土曜日
　時　間　午後２時～３時３０分
　　　　　（受付は、午後１時３０分～）
　場　所　ウイングス京都
　　　　　（中京区東洞院通六角下る）
　受講料　１,０００円（１回）
　＊ 賛助会員は無料
　＊ 予約不要、当日受付

お問い合わせ　（公財）世界人権問題研究センター（TEL 075-231-2600 FAX 075-231-2750）

地下鉄烏丸御池駅（5番出口）または
地下鉄四条駅・阪急烏丸駅（20番出口）下車徒歩約 5分

【2012 年度】

講座・人権ゆかりの地をたずねて 今年度から
会場が変わりました
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『人権問題研究叢書』のご案内
～京都から世界へ、人権文化を発信～

　世界人権問題研究センターが取り組む調査・研究のさらなる活性化とその成果を京
都府・市民の皆様をはじめ広く国内外に発信し、人権文化の発展に寄与することを目
的に『人権問題研究叢書』を 2011年 6月に創刊しました。この叢書は、当研究センター
所属の研究員が当研究センターにおいて共同研究や個人研究などで取り組んだ調査・
研究活動を通じ、人権問題をいろいろな視点から考察したものです。

◇第 7号『歴史のなかの女性の人権』 田端泰子著（センター評議員・京都橘大学名誉教授）
＜ 2012 年 12 月発行　￥1,575（税込）＞

◇第 6号『京都のなかの渡来文化』 上田正昭著（センター理事長・京都大学名誉教授）
＜ 2012 年 4月発行　￥1,575（税込）＞

◇第 5号『人権から見た近代京都』 秋定嘉和著（センター研究員・池坊短期大学名誉教授）
 ＜ 2012 年 3月発行　￥1,000（税込）＞

◇第 4号『2010年度講演録　講座・人権ゆかりの地をたずねて』 
　　　　世界人権問題研究センター編 ＜ 2012 年 2月発行　￥1,500（税込）＞

◇第 3号『朝鮮通信使と京都』 仲尾宏著（センター研究部長・京都造形芸術大学客員教授）
＜ 2011 年 12 月発行　￥1,575（税込）＞

◇第 2号『アイヌ・台湾・国際人権』 安藤仁介著（センター所長・京都大学名誉教授）
＜ 2011 年 10 月発行　￥1,000（税込）＞

◇第 1号『救済の社会史』 世界人権問題研究センター編
＜ 2011 年 6月発行　￥1,000（税込）＞

※ジュンク堂京都店（京都市下京区四条富小路角
　☎：075-252-0101）でも販売しています。

ジュンク堂京都店
人文書担当　濱市充さん

「新しい知見を　　　
　　　得られます！」
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ア
メ
リ
カ
合
衆
国

ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
は
首
都
機
能
の
た
め
に
人
工
的
に
作
ら
れ
た
都
市
で

あ
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
の
首
都
機
能
を
有
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、

ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
博
物
館
群
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
記
念
館
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
戦

没
者
慰
霊
碑
、
リ
ン
カ
ー
ン
記
念
館
な
ど
見
ど
こ
ろ
も
多
く
、
ア
メ
リ
カ

の
た
ど
っ
て
き
た
歴
史
を
理
解
す
る
に
は
最
も
素
晴
ら
し
い
場
所
の
1
つ

だ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
が
「
自
由
」
や
「
平
等
」
を
勝
ち
取
っ
て
き
た
歴
史

が
わ
か
る
と
同
時
に
、
ア
メ
リ
カ
の
愛
国
心
が
ど
の
よ
う
に
構
築
さ
れ
て

き
た
か
を
同
時
に
感
じ
る
こ
と
も
で
き
る
。

ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
で
最
も
高
い
建
築
物
は
ワ
シ
ン
ト
ン
記
念
塔
で
あ

る
。
こ
れ
は
初
代
大
統
領
ワ
シ
ン
ト
ン
の
功
績
を
称
え
た
も
の
だ
。
塔
の

周
り
に
は
州
の
数
だ
け
国
旗
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
国
家
を
強
く
意
識
し

た
建
造
物
だ
。

こ
こ
で
多
く
の
人
が
訪
れ
る
の
が
、
リ
ン
カ
ー
ン
記
念
館
で
あ
る
。

リ
ン
カ
ー
ン
大
統
領
は
奴
隷
解
放
の
父
と
呼
ば
れ
、
肌
の
色
の
違
い
に

よ
る
差
別
に
対
し
て
抗
し
た
こ
と
で
有
名
で
あ
る
。
奴
隷
制
存
続
は
人

民
の
判
断
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
当
時
の
国
民
主
権
の
考
え
に

反
対
し
た
点
に
お
い
て
は
、
そ
の
決
意
の
強
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
南
北

戦
争
を
経
て
１
８
６
２
年
の
奴
隷
解
放
宣
言
、
そ
の
後
の
憲
法
修
正
を

通
じ
て
、
奴
隷
制
を
非
合
法
化
し
た
こ
と
の
功
績
は
非
常
に
大
き
い
。

と
は
い
え
、
リ
ン
カ
ー
ン
も
先
住
民
へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
圧
政
や
虐
殺
に

対
し
て
は
反
対
の
声
を
あ
げ
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。「
人
民
の
人

民
に
よ
る
人
民
の
た
め
の
政
治
」
は
先
住
民
を
指
し
て
い
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
で
リ
ン
カ
ー
ン
の
功
績
が
矮
小
化
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

リ
ン
カ
ー
ン
の
功
績
は
現
在
も
認
め
ら
れ
て
お
り
、
リ
ン
カ
ー
ン
記
念
館

が
20
世
紀
初
め
に
建
て
ら
れ
た
。
奴
隷
解
放
後
、
肌
の
色
の
違
い
に
よ
る

差
別
が
な
く
な
っ
た
か
と
、
い
う
と
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
や
が
て
、
肌

の
色
の
違
い
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
の
解
消
に
向
け
公
民
権
運
動
が
活

発
化
し
て
い
く
。
マ
ー
チ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
牧
師
は
ワ
シ
ン
ト
ン

大
行
進
に
お
い
て
、
こ
の
リ
ン
カ
ー
ン
記
念
館
で
演
説
を
行
い
、
“I have 

a dream

”（「
私
に
は
夢
が
あ
る
」）
で
始
ま
る
、
人
々
の
平
等
を
訴
え
た

有
名
な
演
説
を
行
っ
た
。
彼
は
ア
メ
リ
カ
の
国
家
に
と
っ
て
も
平
等
な
社

会
の
実
現
は
必
須
で
あ
る
と
訴
え
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
の
碑
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ル
ー
ズ

ベ
ル
ト
大
統
領
は
１
９
３
０
年
代
、
景
気
の
悪
く
な
っ
た
ア
メ
リ
カ
を
立

て
直
す
た
め
、「
ば
ら
ま
き
政
策
」と
も
言
わ
れ
る
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
を

実
施
し
た
こ
と
で
有
名
だ
が
、
貧
困
撲
滅
に
力
を
入
れ
た
こ
と
で
も
有
名

で
あ
る
。「
私
た
ち
社
会
の
発
展
は
裕
福
な
も
の
が
富
を
ど
れ
だ
け
獲
得
し

た
か
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
持
た
ざ
る
者
に
対
し
て
ど
れ
だ
け
与
え
る
こ

と
が
で
き
た
か
」に
よ
る
と
し
た
。
こ
う
し
た
考
え
も
、
公
共
事
業
を
通
じ

た
富
の
再
分
配
に
よ
っ
て
貧
困
者
の
救
済
に
つ
な
が
る
と
し
た
も
の
で
あ

り
、
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
と
は
こ
う
し
た
関
連
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
に
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
戦
没
者
慰
霊
碑
、
朝
鮮
戦
争

戦
没
者
慰
霊
碑
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
も
っ
と
も
有
名
な
戦
場
の

一
つ
と
な
っ
た
硫
黄
島
記
念
碑
な
ど
戦
争
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
碑
も
多
く

み
ら
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
建
国
の
歴
史
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
に
も
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
し
た
歴
史
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
場
所
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
民
主
主
義
化
の
過
程
で
あ
り
、
軍
事
化
の
過
程
で
も

あ
っ
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。

（
研
究
第
四
部
嘱
託
研
究
員　

京
都
大
学
特
定
准
教
授　

安
里　

和
晃
）



▲ ホワイトハウス（裏）

▲ ペンタゴン。9.11 以降、厳重な警戒態勢がとられている。

▲ 多くの歴史的集会が
行われたリンカーン記念館。

▲ ワシントン記念塔。アメリカ
独立の功績を称えた塔である。

▲ ワシントン大聖堂。教会や政府の補
助なく人々の寄付によって建てられた。
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発
行
人
／
理
事
長
・
上
田
正
昭　

印
刷
／
田
中
プ
リ
ン
ト　 「賛助会員」募集中

◎年会費　 個人会員　1万円（学生は 5千円）　法人会員　5万円
◎特　典　・ 『グローブ』（季刊：年 4回発行）『年報』の無償送付。
　　　　　・  『研究紀要』 『人権問題研究叢書』の無償送付。
　　　　　・  「講座・人権ゆかりの地をたずねて」の無料受講。
　　　　　・  人権図書室所蔵の図書貸出サービス。
　　　　　・  当センター主催の講演会等への優先案内。
◎お問い合せ、お申込みは下記へ。

公益財団法人  世界人権問題研究センター
〒604-8221　 京都市中京区錦小路通室町西入天神山町290番地１
TEL 075-231-2600　FAX 075-231-2750
[URL]  http://www.mmjp.or.jp/jinken/[E-MAIL] jinken@kyoto.email.ne.jp

世界人権問題研究センター発行の刊行物の紹介

『人権問題研究叢書』
当研究センターが取り組む調査・研究のさらなる活性化とそ
の成果を広く国内外に発信し、人権文化の発展に寄与するこ
とを目的に創刊しました。当研究センター研究員が調査・研
究活動を通じ、人権問題を科学的に考察し論著したものです。

季刊「グローブ」（研究センター通信）
年 4回発行
当研究センターの研究活動やその他事業について
の報告や予定、研究課題、研究員の紹介、外部か
らの声などを掲載しています。

「人権歴史年表」
人権を主題として構成された年表は、ほとんど前
例がないなかで人権問題を探求し、新たな人権文
化の創造をめざす人々の学習の手引となるように
編集しました。

「研究紀要」の刊行（年 1回発行）
当センターでは、「国際的人権保障体制の研究」「同
和問題の研究」「定住外国人の人権問題の研究」「女
性の人権問題の研究」「人権教育の理論と方法の研
究」 の５部門で研究を行っており、毎年、当研究セ
ンター研究員の個人研究の成果を公表しています。

創立 10周年記念出版
「散所・声聞師・舞々の研究」
当研究センターでは、1996年から9年間にわたっ
て共同研究として「散所に関する総合的研究」に
取り組んできましたが、その成果をまとめました。

◎定価
8,610 円（税込）

◎定価　1,000 円～
1,575 円（税込）

◎定価
1,890 円（税込）

◎定価　各号
2,500 円（税込）

◎定価
1,890 円（税込）

「京都人権歴史紀行」
京都に残る人権に関わる場所、事柄、そこで生き
た人々の後を訪ね、歴史を振り返るなかで、基本
的人権や自由、平等、平和の大切さと、それを実
現するためにどれほどたくさんの人々の努力が積
み重ねられてきたかを学んでいただけます。
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